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部 活 動 の 運 営 の 適 正 化 に 向 け た 方 策 に つ い て

＜ 全 国 都 道 府 県 教 育 長 協 議 会 第 ３ 部 会 調 査 研 究 報 告 書 ＞

Ⅰ 研 究 の 趣 旨

部 活 動 に つ い て は 、 こ れ ま で 教 育 課 程 と の 関 連 を 図 り 、 豊

か な 人 間 性 の 育 成 や 体 力 向 上 な ど 学 校 教 育 の 一 環 と し て 実 施

さ れ て き た と こ ろ で あ り 、 学 習 意 欲 の 向 上 や 責 任 感 、 連 帯 感

の 涵 養 と い っ た 好 ま し い 人 間 関 係 の 形 成 等 に 資 す る と い う 意

義 が あ る 。

ま た 、 部 活 動 は 、 生 徒 が 自 ら の 適 性 や 興 味 ・ 関 心 等 を よ り

深 く 追 求 し て い く 機 会 で あ り 、 教 育 課 程 に お い て 学 習 す る 内

容 に つ い て 、 改 め て そ の 大 切 さ を 認 識 す る と い う 効 果 が 期 待

で き る も の で あ る 。 そ の 一 方 で 、 適 切 な 休 養 を 伴 わ な い 行 き

過 ぎ た 活 動 等 は 、 生 徒 の バ ラ ン ス の と れ た 生 活 と 成 長 に 影 響

を 及 ぼ す と と も に 、 教 員 の 負 担 を 増 大 さ せ て い る と 指 摘 さ れ

て い る 。

教 員 の 働 き 方 に 関 し て は 、 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 公 表 の 文 部 科 学

省 の 教 員 勤 務 実 態 調 査 （ 平 成 ２ ８ 年 度 速 報 値 ） に お い て 、 教

員 の 勤 務 時 間 の 増 加 、 特 に 中 学 校 で の 部 活 動 指 導 の 負 担 増 が

明 ら か に な っ た 。 こ れ を 受 け 、 平 成 ３ ０ 年 ２ 月 に 文 部 科 学 省

が 「 学 校 に お け る 働 き 方 改 革 に 関 す る 緊 急 対 策 の 策 定 並 び に

学 校 に お け る 業 務 改 善 及 び 勤 務 時 間 管 理 等 に 係 る 取 組 の 徹 底

に つ い て 」を 通 知 す る な ど 、教 職 員 の 働 き 方 改 革 に 関 す る 様 々

な 動 き が 始 ま っ て い る と こ ろ で あ る 。

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 、 ス ポ ー ツ 庁 が 運 動 部 活 動 の 運 営 の 適 正 化

に 向 け た 「 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 総 合 的 な ガ イ ド ラ イ

ン 」（ 以 下 「 ガ イ ド ラ イ ン 」 と い う 。） を 策 定 し た 。 ま た 、 中

学 校 に お け る 部 活 動 指 導 員 の 配 置 事 業 が 平 成 ３ ０ 年 度 に 新 設

さ れ た こ と で 、 部 活 動 運 営 の 適 正 化 に 向 け て 「 学 校 に お け る

働 き 方 改 革 」 の 視 点 を 踏 ま え た 実 効 性 の あ る 取 組 の 推 進 を 図

る こ と が 重 要 課 題 と な っ て い る 。

ガ イ ド ラ イ ン で は 、 学 校 に お け る 指 導 ・ 運 営 に 係 る 体 制 の

構 築 に つ い て 、 校 長 は 、 生 徒 や 教 師 の 数 、 部 活 動 指 導 員 の 配

置 状 況 を 踏 ま え 、 指 導 内 容 の 充 実 、 生 徒 の 安 全 の 確 保 、 教 師

の 長 時 間 勤 務 の 解 消 等 の 観 点 か ら 円 滑 に 運 動 部 活 動 を 実 施 で
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き る よ う 、適 正 な 数 の 運 動 部 を 設 置 す る こ と と 示 さ れ て い る 。

ま た 、 適 切 な 休 養 日 等 に つ い て 、 １ 日 の 活 動 時 間 は 平 日 ２ 時

間 程 度 、 休 業 日 ３ 時 間 程 度 と し て 、 週 当 た り ２ 日 以 上 の 休 養

日 を 設 定 す る こ と が 明 記 さ れ た ほ か 、 学 校 の 設 置 者 は 、 部 活

動 指 導 員 を 積 極 的 に 任 用 し て 学 校 に 配 置 す る こ と や 、校 長 は 、

運 動 部 顧 問 を 決 定 す る 際 に 適 切 な 校 務 分 掌 と な る よ う 留 意 す

る と と も に 、 学 校 全 体 と し て の 適 切 な 指 導 、 運 営 及 び 管 理 に

係 る 体 制 の 構 築 を 図 る こ と 等 も 示 さ れ て い る 。

こ の よ う な 状 況 を 総 合 的 に 踏 ま え 、 各 都 道 府 県 に お け る 部

活 動 （ 運 動 部 ・ 文 化 部 ） の 適 正 な 運 営 に 係 る 現 状 や 、 教 員 の

業 務 負 担 の 軽 減 を 踏 ま え た 取 組 事 例 を 把 握 し 、 情 報 共 有 や 考

察 を 進 め る こ と で 、 今 後 の 施 策 ・ 事 業 の 検 討 や 国 へ の 要 望 ・

予 算 の 確 保 に 役 立 て る こ と と す る 。

Ⅱ 調 査 概 要

１ 調 査 内 容

(１ )適 切 な 運 営 の た め の 体 制 整 備

(２ )合 理 的 で か つ 効 率 的 ・ 効 果 的 な 活 動 の 推 進 に つ い て

(３ )適 切 な 休 養 日 等 の 設 定

(４ )生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た ス ポ ー ツ 環 境 の 整 備

(５ )学 校 単 位 で 参 加 す る 大 会 等 の 見 直 し

２ 調 査 対 象

４ ７ 都 道 府 県 教 育 委 員 会 (回 収 率 １ ０ ０ ％ )

本 調 査 で は 、主 に 自 由 記 述 で 回 答 さ れ た も の を 分 類 し (ア フ

タ ー コ ー ド 化 )、 集 計 し て い る 。 そ の た め 、 同 様 の 取 組 を し て

い る が 自 由 記 述 に 記 載 し て い な か っ た 等 の た め 、 実 施 し た 数

と し て 計 上 で き て い な い 県 も あ る と 予 想 さ れ 、 実 際 の 取 組 県

数 は も っ と 多 い 場 合 も あ る と 考 え ら れ る 。

３ 調 査 期 間

平 成 ３ ０ 年 ８ 月 １ ５ 日 ～ ９ 月 １ ４ 日

(調 査 基 準 日 ： 平 成 ３ ０ 年 ８ 月 １ 日 )

４ 研 究 担 当 県

岩 手 県 ・ 高 知 県
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Ⅲ 調 査 結 果

１ 「 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 方 針 」 に つ い て

（ １ ） 策 定 状 況 に つ い て

「 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 方 針 」（ 以 下「 方 針 」と い う 。）

の 策 定 状 況 に つ い て は 、 策 定 済 み が ２ ９ 県 （ ６ ２ ％ ）、 現 在 策

定 中 （ 平 成 ３ ０ 年 度 中 ） が １ ４ 県 （ ３ ０ ％ ） と な っ て お り 、

全 国 で 方 針 の 策 定 が 着 々 と 進 め ら れ て い る こ と が 分 か る 。

ア 方 針 の 対 象 に つ い て

ガ イ ド ラ イ ン の 基 本 的 な 考 え 方 は 、「 学 校 の 種 類 や 学 校 の 設

置 者 の 違 い に 関 わ ら ず 該 当 す る も の 」 と な っ て お り 、 公 立 ・

私 立 の 別 を 問 わ ず 、 原 則 適 用 す る も の で あ る 。 ま た 、 高 等 学

校 段 階 で は 、 各 学 校 に お い て 中 学 校 教 育 の 基 礎 の 上 に 多 様 な

策定した, 29県, 

62%

策定する予定, 

14県, 30%

策定時期未定,

4県, 8%

図１　運動部活動の在り方に関する指針策定状況（回答県数４７県）

都 道 府 県 は 、本 ガ イ ド ラ イ ン に 則 り 、運 動 部 活 動 の 活

動 時 間 及 び 休 養 日 の 設 定 そ の 他 適 切 な 運 動 部 活 動 の 取

組 に 関 す る「 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 方 針 」を 策 定

す る 。

ガ イ ド ラ イ ン 記 載
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教 育 が 行 わ れ て い る 点 に 留 意 す る こ と と さ れ て い る 。

方 針 を 策 定 し て い る ４ ３ 県 （ 予 定 を 含 む ） の う ち 、 方 針 の

対 象 を 「 公 立 ・ 私 立 」 の 両 方 と し て い る 県 は １ ７ 県 （ ４ ０ ％ ）

で あ る 。 こ れ ら の 県 に お い て は 、 方 針 の 策 定 に 当 た っ て 、 私

学 関 係 者 の 参 画（ ８ 県 ）や 、事 前 に 協 議 や 意 見 調 整 の 実 施（ ５

県 ） な ど 、 策 定 段 階 か ら 私 学 関 係 者 の 協 力 を 得 て い る 。

ま た 、 公 立 学 校 の み を 対 象 と し て い る ２ ６ 県 （ ６ ０ ％ ） に

お い て も 、 私 学 所 管 課 等 を 通 じ て 、 都 道 府 県 教 育 委 員 会 で 策

定 し た 方 針 の 情 報 提 供 等 の 周 知 （ １ ５ 県 ） や 、 私 立 学 校 の 設

置 者 に 対 し て 策 定 を 依 頼 （ ８ 県 ） す る な ど 、 公 立 学 校 と 私 立

学 校 が 連 携 の 上 、 子 供 た ち が 同 じ 環 境 で 安 心 し て 部 活 動 に 取

り 組 め る よ う 配 慮 し な が ら 、 方 針 の 策 定 が 進 め ら れ て い る 。

公立・私立, 

17県, 40%

公立のみ, 26県, 

60%

図２　方針の対象（回答県数４３県）

〇 方 針 策 定 に 参 画 し た 、 ま た は 事 前 に 協 議 を 行 っ た

私 学 関 係 者

・ 私 立 学 校 を 所 管 す る 所 管 課 ・ 私 学 協 会

・ 私 立 学 校 代 表 者 ・ 私 立 学 校 長 等
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資 料 私 学 関 係 者 の 参 画 （ 岩 手 県 に お け る 策 定 会 議 ）

平 成 3 1 年 ３ 月 時 点

「岩手県における部活動の在り方に関する方針」策定会議 構成員 

団体・所属名 職 氏 名

岩手県中学校長会 常任理事 佐 藤 亥 壱

岩手県高等学校長協会 副会長 菅 原 尚 志

岩手県特別支援学校連絡協議会 盛岡聴覚支援学校長 石 川 敬

一般社団法人岩手県私学協会 副会長 鷹 觜 文 昭

盛岡市教育委員会事務局 参事兼学校教育課長 小山田 秀 次

一般社団法人岩手県ＰＴＡ連合会 会長 田 口 昭 隆

岩手県高等学校ＰＴＡ連合会 会長 渡 辺 正 和

岩手県教職員組合 書記次長 佐 藤 工

岩手県高等学校教職員組合 副委員長 村 上 智加子

岩手県中学校体育連盟 会長 大 林 裕 明

岩手県中学校文化連盟 会長 小野寺 昭 彦

岩手県高等学校体育連盟 理事長 菊 池 勝 彦

岩手県高等学校文化連盟 理事長 路 奥 英 範

岩手県高等学校野球連盟 理事長 佐々木 明 志

公益財団法人岩手県体育協会 副会長兼理事長 平 藤 淳

国立大学法人岩手大学教育学部 学部長補佐 鎌 田 安 久

岩手県総務部法務学事課 総括課長 松 本 淳

岩手県文化スポーツ部文化振興課 総括課長 中 里 裕 美

岩手県文化スポーツ部スポーツ振興課 総括課長 工 藤 啓一郎

岩手県教育委員会事務局教職員課 総括課長 永 井 榮 一

岩手県教育委員会事務局学校調整課 総括課長 佐 藤 有

岩手県教育委員会事務局学校教育課 総括課長 小久保 智 史

岩手県教育委員会事務局生涯学習文化財課 総括課長 佐 藤 公 一

岩手県教育委員会事務局保健体育課 総括課長 荒木田 光 孝
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イ 簡 素 で 活 用 し や す い 様 式 の 作 成 に お け る 都 道 府 県 の 支 援

ガ イ ド ラ イ ン に お い て 、 学 校 の 設 置 者 は 運 動 部 活 動 の 活 動

方 針 ・ 計 画 の 策 定 等 が 行 え る よ う 簡 素 で 活 用 し や す い 様 式 の

作 成 等 を 行 い 、 ま た 、 こ の こ と に つ い て 、 都 道 府 県 は 必 要 に

応 じ て 学 校 の 設 置 者 の 支 援 を 行 う こ と と さ れ て い る 。

各 県 に お け る 様 式 等 の 作 成 に つ い て は 、 作 成 し て い る 県 が

２ ８ 県 （ ６ ０ ％ ） で あ る 。 ま た 、 方 針 を 策 定 し て い る ２ ９ 県

の う ち 、 様 式 を 作 成 し て い る 県 は ２ ４ 県 で あ る 。 こ の こ と か

ら 、 方 針 を 策 定 し た 県 は 、 様 式 等 も 併 せ て 示 す こ と に よ り 、

各 学 校 に お け る 部 活 動 の 方 針 ・ 計 画 の 策 定 や 、 方 針 に 沿 っ た

運 用 が 簡 素 化 さ れ 、 学 校 の 負 担 軽 減 と な る よ う 工 夫 さ れ て い

る 。

本 調 査 で は 、 上 記 様 式 の 情 報 提 供 を 依 頼 し 、 １ ９ 県 か ら 資

料 提 供 が あ っ た 。 こ れ ら の 様 式 は 、 各 学 校 の 活 動 方 針 の ひ な

形 と な る も の や 、 部 活 動 の 計 画 表 ・ 活 動 （ 実 績 ） 表 が 主 な も

の で あ っ た 。 ま た 、 こ の う ち ５ 県 で は 、 １ 枚 の 様 式 で 計 画 表

と 活 動 （ 実 績 ） 表 を 示 す こ と が で き る よ う 、 簡 素 で 活 用 し や

す い 様 式 例 を 作 成 す る こ と で 学 校 の 事 務 を 支 援 し 、 効 果 的 に

学 校 の 負 担 を 軽 減 し て い る 。

ま た 、 ガ イ ド ラ イ ン に 「 活 動 方 針 及 び 活 動 計 画 等 を 学 校 の

ホ ー ム ペ ー ジ へ の 掲 載 等 に よ り 公 表 す る 」 と 示 さ れ て い る こ

と か ら 、 ホ ー ム ペ ー ジ 掲 載 用 の 計 画 表 の 様 式 を 作 成 し て 効 果

作成している, 

28県, 60%
作成していない, 

18県, 38%

作成中, 1県, 2%

図３　様式の作成状況（回答県数４７県）
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的 な 支 援 を 行 う こ と で 、 学 校 の 負 担 軽 減 を 図 っ て い る 取 組 も

見 ら れ る 。

な お 、 活 動 計 画 と と も に 、 休 養 日 の 取 得 日 数 を 集 計 し て 実

態 を 把 握 で き る 休 養 日 設 定 確 認 表 を 作 成 し て い る 県 （ ３ 県 ）

も あ り 、 こ の 様 式 に よ り 休 養 日 の 取 得 計 画 の 見 え る 化 が 図 ら

れ る こ と で 、過 度 な 活 動 の 抑 制 に つ な が る こ と が 期 待 さ れ る 。

9県

9県

1県

13県

8県

3県

1県

1県

活動指針

年間計画表

年間活動表

月間計画表

月間活動表

休養日設定確認表

ノー部活デー調査表

活動日誌

図４　様式の内容（提供県数１９県：複数提供あり）
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様式例１ 学校の部活動に係る活動方針 

平成 年度 学校の部活動に係る活動方針 

学校名 

校長名 

１ 活動の方針 

２ 休養日・活動時間について 

３ 活動のきまり 

４ その他 

資 料 学 校 の 部 活 動 に 係 る 活 動 方 針 （ 岩 手 県 の 様 式 例 ）
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資 料 年 間 活 動 計 画 表 （ 岩 手 県 様 式 例 ）

様式例２　年間活動計画表

年度 年間活動計画表

4 月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

休

大
会
等

5 月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

休

大
会
等

6 月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

休

大
会
等

7 月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

休

大
会
等

8 月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

休

大
会
等

9 月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

曜 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

休

大
会
等

2020 部活動名 顧問名
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様式例３　月間計画・実績表

年度 7 月

顧問名

日 曜 休養 備考（予定変更等）

1 日

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

15 日

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月

24 火

25 水

26 木

27 金

28 土

29 日

30 月

31 火

活動予定

2018

月間計画（活動実績）

部活動

資 料 月 間 計 画 （ 岩 手 県 様 式 例 ）
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資 料 年 間 活 動 計 画 表 （ 広 島 県 様 式 例 ）
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資 料 集 計 表 （ 広 島 県 様 式 例 ）
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資 料 休 養 日 設 定 確 認 表 （ 宮 城 県 様 式 例 ）
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ウ 各 学 校 の 活 動 方 針 等 の 取 組 状 況 の 把 握 に つ い て

各 学 校 の 活 動 方 針 等 の 取 組 状 況 を 把 握 す る 調 査 の 実 施 時 期

に つ い て は 、 国 の フ ォ ロ ー ア ッ プ 調 査 に 合 わ せ て 実 施 す る 県

が 最 も 多 い 。 そ の 他 に 、 現 在 実 施 中 の 調 査 に 合 わ せ て 実 施 す

る な ど 、 調 査 回 数 の 抑 制 や 調 査 項 目 の 重 複 を 避 け る こ と で 、

学 校 の 調 査 に か か る 負 担 を 軽 減 す る 工 夫 が 見 ら れ る 。

エ 各 県 に お け る 独 自 の 定 め の 設 定 に つ い て

ガ イ ド ラ イ ン に 示 さ れ て い る 内 容 以 外 で 独 自 の 定 め を 設 定

し て い る 県 は 、 予 定 を 含 め て ３ ２ 県 （ ６ ８ ％ ） で あ り 、 約 ７

割 の 県 に お い て 、地 域 の 実 情 に 応 じ た 方 針 が 策 定 さ れ て い る 。

実施済, 9県, 

19%

調査予定, 

29県, 62%

検討中, 6県, 

13%

未定, 3県, 6%

図５　進捗状況の把握状況（回答県数４７県）

1県

5県

13県

研修会で実施

実施中の調査に合わせて実施

国のフォローアップ調査時

図６　調査実施の時期の工夫
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独 自 の 設 定 で 特 に 多 か っ た の は 、「 適 切 な 休 養 日 の 設 定 」に

つ い て で あ る 。 ガ イ ド ラ イ ン で 示 さ れ た 「 週 当 た り ２ 日 以 上

の 休 養 日 」 の 確 保 を 基 本 に し な が ら 、 各 都 道 府 県 に お け る 地

域 や 学 校 の 実 態 を 踏 ま え 、 ガ イ ド ラ イ ン に 示 さ れ た 休 養 日 に

対 応 で き な い 事 情 等 に 応 じ て 、 週 間 、 月 間 、 年 間 単 位 を 目 安

と し た 休 養 日 や 活 動 時 間 が 設 定 さ れ て い る 。

設定している, 

30県, 64%

設定する予定, 

2県, 4%

設定していない, 

15県, 32%

図７　独自の定めの設定状況（回答県数４７県）

11県

1県

24県

4県

1県

１適切な運営のための体制整備

２合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進につ

いて

３適切な休養日の設定

４生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備

５学校単位で参加する大会の見直し

図８　独自の定めの内容項目
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独 自 項 目 の 具 体 的 な 内 容

・ 対 象 と す る 範 囲 … 文 化 部 も 対 象 （ ３ 県 ）

同 好 会 も 対 象 （ １ 県 ）

小 学 生 も 対 象 （ １ 県 ）

・ 内 容 の 充 実 … 事 故 防 止 に 関 す る 内 容 の 充 実 （ ４ 県 ）

・ 部 活 動 の 在 り 方 に つ い て の 検 討 の 機 会 の 設 定 （ ３ 県 ）

部 活 動 連 絡 会 （ １ 県 ）

部 活 動 の 指 導 方 針 （ ね ら い ・ 指 導 体 制 ・ 休 養 日 や

活 動 時 間 の 設 定 等 ） に つ い て 、 教 職 員 、 部 活 動 指 導

員 、保 護 者 、外 部 指 導 者 等 が 共 通 理 解 を 図 る 機 会（ 部

活 動 連 絡 会 等 ） を 設 定 す る 。

ス ポ ー ツ 活 動 運 営 委 員 会 （ １ 県 ）

市 町 村 教 育 委 員 会 は 、 各 中 学 校 区 に 「 ス ポ ー ツ 活

動 運 営 委 員 会 」 を 設 置 し 、 運 動 部 活 動 の 充 実 の た め

に 当 該 中 学 校 の 目 標 や 方 針 等 を 踏 ま え た 部 活 動 の 運

営 に つ い て 検 討 を 行 う 。

運 動 部 活 動 改 革 委 員 会 （ １ 県 ）

高 等 学 校 の 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に つ い て 検 討 し 方

針 を 策 定 す る 。

① 適 切 な 運 営 の た め の 体 制 整 備 （ １ １ 県 ）

・ 県 の ガ イ ド ラ イ ン に 、 運 動 部 活 動 の 運 営 等 に 係 る 指 導

の 手 引 を 添 付

② 合 理 的 で か つ 効 率 的 ・ 効 果 的 な 活 動 の 推 進 （ １ 県 ）

・ 同 項 目 の 調 査 結 果 報 告 箇 所 に 記 載 (Ｐ .１ ９ ～ Ｐ .２ ９ )

「 週 当 た り ２ 日 以 上 の 休 養 日 確 保 、 １ 日 の 活 動 時 間 は

平 日 ２ 時 間 、 休 日 ３ 時 間 以 内 と 示 さ れ る 中 、 高 等 学 校

に お い て 、 独 自 の 部 活 動 の 休 養 日 ・ 活 動 時 間 の 設 定 が

行 わ れ て い る 。

③ 適 切 な 休 養 日 等 の 設 定 （ ２ ４ 県 ）
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「 １ 適 切 な 運 営 の た め の 体 制 整 備 」に お け る 適 正 化 に 向 け

た 方 策 に つ い て の 意 見

・ 指 導 者 の 理 解 ・ 意 識 改 革

・ 学 校 長 に よ る 説 明 、 部 活 動 の チ ェ ッ ク

・ 保 護 者 や 生 徒 の 理 解 を 求 め る こ と

・ 県 が 策 定 す る 方 針 に つ い て 、 学 校 の 設 置 者 、 各 競 技 団

体 等 が そ の 主 旨 を 正 し く 理 解 す る こ と

・ 関 係 者 が 共 通 認 識 （ 生 徒 の 心 身 の バ ラ ン ス の と れ た 健

全 な 成 長 と 、 教 員 の 負 担 が 過 度 に な ら な い こ と も 十 分

配 慮 ） を 持 ち 、 持 続 可 能 な 部 活 動 の 指 導 ・ 運 営 に 係 る

体 制 の 構 築 を 図 る こ と

○ 方 針 の 周 知 ・ 理 解

・ 合 同 練 習 に つ い て … 県 の 広 域 性 を 考 慮 し た 移 動 時 間 の

配 慮 （ １ 県 ）

・ 家 庭 ･ 地 域 と の 連 携… 練 習 時 間 を 補 完 す る 活 動 （ 父 母 会

に よ る 練 習 等 ） と の 連 携 （ ２ 県 ）

朝 練 習 に お け る 家 庭 と の 連 携

（ １ 県 ）

④ 生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た ス ポ ー ツ 環 境 の 整 備

（ ４ 県 ）

・ 参 加 す る 大 会 数 … 学 校 体 育 団 体 の 主 催 若 し く は 共 催 す

る 大 会 （ そ れ 以 外 の 団 体 が 主 催 ・ 共

催 す る 大 会 に つ い て は 学 校 の 判 断 に

よ る ）

⑤ 学 校 単 位 で 参 加 す る 大 会 等 の 見 直 し （ １ 県 ）
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・ ガ イ ド ラ イ ン 遵 守 に よ る 私 立 学 校 と の 公 平 性

・ 文 化 部 活 動 の 適 正 化 に 向 け た 方 策 の 策 定 時 の 私 立 学 校

へ の 対 応

・ 公 立 ・ 私 立 が 足 並 み を 揃 え て 、 運 動 部 活 動 の 内 容 や 指

導 の 在 り 方 に つ い て 検 討 や 見 直 し を 行 い 、 適 切 で 効 果

的 な 指 導 が 行 わ れ る こ と が 必 要

○ 私 立 学 校 へ の 対 応

・ 運 動 部 活 動 と 文 化 部 活 動 を 分 け ず 、 適 正 に 向 け て 一 体

化 し た 方 策 を 実 施 す る こ と

・ 関 係 団 体 、 私 立 学 校 へ の 周 知 及 び 理 解 促 進 が 必 要

○ 文 化 部 へ の 対 応

・ 若 手 教 員 へ の 対 応 が 増 え て い る 中 で 、 限 ら れ た 時 間 で

効 率 的 に 部 活 動 を 行 う た め の 研 修 等 を 、 県 や 競 技 団 体

で 行 う 体 制 が 必 要

・ 指 導 者 の 資 質 向 上 に 関 す る 研 修 の 充 実

・ 教 員 の 意 識 を 変 え る た め 、 部 活 動 の 効 率 的 な 運 営 の た

め の 研 修 会 等 を 実 施 し て い く こ と

・ 全 て の 顧 問 の 先 生 が 、 運 動 部 活 動 の 適 正 な 指 導 及 び 運

営 の 在 り 方 を 学 べ る よ う な 研 修 会 の 実 施 や そ の フ ォ ロ

ー ア ッ プ の 方 法

○ 研 修 実 施

・ 部 活 動 は 、 生 徒 の 自 主 的 ・ 自 発 的 な 参 加 が 基 本 原 則 で

あ る が 、 学 校 教 育 の 一 環 と し て 位 置 付 け ら れ る こ と か

ら 、 練 習 時 間 ・ 内 容 等 の 運 営 は 合 理 的 か つ 効 率 的 ・ 効

果 的 と な る よ う 留 意 す る 必 要 が あ る 。

（ 続 く ）

○ そ の 他
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２ 適 切 な 休 養 日 等 の 設 定 に つ い て

（ １ ） 休 養 日 の 設 定 （ 学 期 中 ）

ア 休 養 日 を 設 定 す る 理 由

学 期 中 の 部 活 動 休 養 日 に つ い て は 、 現 在 ４ ５ 県 （ ９ ６ ％ ）

に お い て 設 定 さ れ て お り 、 ま た 残 り の ２ 県 に つ い て も 策 定 中

で あ る た め 、 全 て の 県 に お い て 休 養 日 が 設 定 さ れ る こ と に な

る 。

設 定 の 理 由 と し て は 、「 健 康 維 持 ・ バ ラ ン ス の と れ た 生 活 」

が 最 も 多 く 、 成 長 期 に あ る 生 徒 が 、 運 動 、 食 事 、 休 養 及 び 睡

眠 の バ ラ ン ス の と れ た 生 活 を 送 る こ と が で き る よ う 配 慮 さ れ

て い る 。 次 い で 、 教 員 の 負 担 軽 減 、 ケ ガ の 予 防 が 理 由 に 挙 げ

ら れ て い る 。

・ ガ イ ド ラ イ ン に 示 さ れ て い る 、 中 央 競 技 団 体 が 作 成 す

る ２ 時 間 の 活 動 例 に つ い て 、 で き る だ け 早 い 段 階 で 示

し て い た だ き た い 。

・ 競 技 種 目 の 特 性 は 様 々 で あ る と 同 時 に 、 同 じ 種 目 で あ

っ て も 地 域 や 学 校 の 実 態 に 応 じ て 取 組 に 違 い が 見 ら れ

る こ と か ら 、 学 校 や 指 導 者 、 保 護 者 等 の 理 解 を 得 た 上

で あ っ て も 、 全 て を 統 一 し た 基 準 の 中 で 進 め る こ と に

困 難 を 感 じ る 。 各 学 校 が 、 生 徒 や 地 域 の 実 態 に 応 じ て

活 動 方 針 を 検 討 で き る よ う な 、 弾 力 的 な 基 準 が あ っ た

方 が 、 よ り 実 効 性 の あ る 取 組 に つ な が る と 考 え る 。

・ 部 活 動 数 の 見 直 し

○ そ の 他 （ 続 き ）
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イ 休 養 日 の 設 定 方 法 （ 学 期 中 ）

学 期 中 の 休 養 日 の 設 定 方 法 に つ い て は 、「 中 学 校 ・ 高 等 学 校

と も に 同 じ 設 定 」（ 以 下 「 同 じ 設 定 」 と い う 。） が ２ ４ 県 、「 中

学 校 ・ 高 等 学 校 で 異 な る 設 定 」（ 以 下 「 異 な る 設 定 」 と い う 。）

が ２ １ 県 で あ り 、 同 じ 設 定 、 異 な る 設 定 と も に 、 ほ ぼ 二 分 さ

れ る 状 況 と な っ て い る 。

同 じ 設 定 の 場 合 は 、 ２ ４ 県 中 ２ １ 県 が ガ イ ド ラ イ ン の 基 準

と 同 様 、 週 ２ 日 （ 平 日 １ 日 、 休 日 １ 日 ） を 休 養 日 と し て い る 。

な お 、休 養 日 の 設 定 を 週 ２ 日 と し て い な い 県 の 中 に は 、「 週

１ 日 の 休 養 日 を 確 保 し な が ら 、 年 間 ７ ３ 日 以 上 」 と い っ た 設

定 も 見 ら れ る 。

中 学 校 ・ 高 等 学 校 と も に 同 じ 設 定 に し て い る 理 由 に つ い て

は 、 半 数 （ ２ ４ 県 中 １ ２ 県 ） が 「 ガ イ ド ラ イ ン に 準 じ た 設 定 」

と し て い る 。

32県

28県

24県

11県

8県

5県

4県

3県

健康維持・バランスのとれた生活

教員の負担軽減

ケガの予防

生徒の負担軽減

望ましい部活動環境

部活動時間以外の時間の確保

エビデンスに基づく

バーンアウト予防

図９　休養日を設定する理由　 ※複数回答あり

学 期 中 は 、 週 当 た り ２ 日 以 上 の 休 養 日 を 設 け る 。（ 平

日 は 少 な く と も １ 日 、 土 曜 日 及 び 日 曜 日 （ 以 下 「 週 末 」

と い う 。） は 少 な く と も １ 日 以 上 を 休 養 日 と す る 。 週 末

に 大 会 参 加 等 で 活 動 し た 場 合 は 、休 養 日 を 他 の 日 に 振 り

替 え る 。）

ガ イ ド ラ イ ン 記 載
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異 な る 設 定 に し て い る 場 合 、２ １ 県 中 ２ ０ 県 の 中 学 校 で は 、

ガ イ ド ラ イ ン に 準 じ て 週 ２ 日 （ 平 日 １ 日 、 休 日 １ 日 ） と 設 定

し て お り 、 他 に 、「 週 ２ 日 で あ る が 、 平 日 ・ 休 日 の 割 り 振 り は

学 校 に よ る 」 と 回 答 し た 県 （ １ 県 ） が あ る 。

一 方 、 高 等 学 校 に お い て は 、 週 ２ 日 の 休 養 日 を 設 定 し て い

る の は ５ 県 の み で 、他 の １ ６ 県 で は 、「 年 間 を 通 じ て 週 ２ 日 以

上（ ４ 県 ）」、「 年 間 を 通 じ て 、土 日 祝 日 を 含 む １ ２ 日 以 上 」、「 年

間 を 通 し て ５ ２ 日 以 上 」 と い っ た 休 養 日 の 設 定 が 見 ら れ 、 学

校 の 特 色 や 競 技 特 性 等 の 理 由 か ら 、 高 等 学 校 段 階 で は 、 各 学

校 に お い て 中 学 校 教 育 の 基 礎 の 上 に 多 様 な 教 育 が 行 わ れ て い

る 点 に 留 意 し て い る も の と 考 え ら れ る 。

12県

6県

3県

2県

2県

国のガイドライン

部活動以外の時間の確保

学校種にかかわらず適用できる

スポーツ協会

ケガ防止

図１０　中高を同じ設定にしている理由

スポーツ医・科学の観点からのジュニア

期におけるスポーツ活動時間について

（H29　公益財団法人日本スポーツ協

会）より

週, ２日, 5県, 

24%

週, １日, 13県, 

62%

週, ０日, 3県, 

14%

図１１　中高異なる設定【学期中　高等学校】　（回答県数２１県）
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中 学 校 ・ 高 等 学 校 で 異 な る 設 定 を 行 う 理 由 と し て は 、 中 学 生

と 高 校 生 で は 心 身 の 発 達 の 違 い が 大 き い こ と や 、 高 等 学 校 の 特

色 、 競 技 特 性 と い っ た こ と が 挙 げ ら れ て い る 。

ウ 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 方 針 の 独 自 の 定 め（ 休 養 日 ）

休 養 日 の 設 定 方 法 に つ い て は 、 １ ８ 県 に お い て 独 自 の 項 目

が 設 定 さ れ て い る 。

具 体 的 な 項 目 と し て 、「 大 会 参 加 や シ ー ズ ン ス ポ ー ツ 活 動 の

た め 、休 養 日 を 確 保 で き な い 場 合 に 代 替 日 を 設 定（ ７ 県 ）」、「 校

種 や シ ー ズ ン ス ポ ー ツ 等 の 違 い に 柔 軟 に 対 応 す る 設 定 （ ６

県 ）」、「 統 一 し た 休 養 日 の 設 定 （ ４ 県 ）」 と い っ た 独 自 の 設 定

が 見 ら れ る 。

（ ２ ） 長 期 休 業 中 の 休 養 日 の 設 定

ア 休 養 日 を 設 定 す る 理 由 （ 長 期 休 業 中 ）

長 期 休 業 中 の 休 養 日 は 、 ４ １ 県 （ ８ ７ ％ ） に お い て 設 定 さ

れ て い る 。

13県

13県

4県

1県

1県

心身の発達

高等学校の特色

競技特性

学校設置者の定めによる

従前の県独自のガイドラインによる

図１２　異なる設定の理由

7県

6県

4県

1県

代替の設定

シーズンに考慮した設定

統一した休養日

部活動強化指定校への対応

図１３　独自設定項目
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設 定 の 理 由 と し て は 、「 健 康 維 持 ・ バ ラ ン ス の と れ た 生 活 」

が 最 も 多 く 、 学 期 中 と 同 様 、 成 長 期 に あ る 生 徒 が 、 運 動 、 食

事 、 休 養 及 び 睡 眠 の バ ラ ン ス の と れ た 生 活 を 送 る こ と が で き

る よ う 配 慮 さ れ て い る 。次 に 多 く 挙 げ ら れ た 理 由 は 、「 教 員 の

負 担 軽 減 」 で あ る 。

学 期 中 の 休 養 日 と 比 較 し て 、 長 期 休 業 中 の 場 合 は ４ 県 減 っ

て い る に も 関 わ ら ず 、「 部 活 動 以 外 の 時 間 の 確 保 」を 理 由 に 挙

げ て い る 県 が ５ 県 増 え て お り 、 長 期 休 業 中 に お い て は 、 生 徒

が 十 分 な 休 養 を 取 る こ と が で き る と と も に 、 運 動 部 活 動 以 外

に も 多 様 な 活 動 を 行 う こ と が で き る よ う に 配 慮 さ れ て い る も

の と 考 え ら れ る 。

イ 休 養 日 等 の 設 定 方 法 （ 長 期 休 業 中 ）

長 期 休 業 中 の 休 養 日 の 設 定 方 法 に つ い て は 、「 中 学 校 ・ 高 等

学 校 と も に 同 じ 設 定 」（ 以 下 「 同 じ 設 定 」 と い う 。） が ２ ０ 県 、

24県

21県

19県

10県

8県

7県

2県

健康維持・バランスのとれた生活

教員の負担軽減

ケガの予防

部活動時間以外の時間の確保

望ましい部活動環境

生徒の負担軽減

バーンアウト予防

図１４　設定する理由　 ※複数回答あり

長 期 休 業 中 の 休 養 日 の 設 定 は 、学 期 中 に 準 じ た 扱 い を

行 う 。ま た 、生 徒 が 十 分 な 休 養 を 取 る こ と が で き る と と

も に 、運 動 部 活 動 以 外 に も 多 様 な 活 動 を 行 う こ と が で き

る よ う 、あ る 程 度 長 期 の 休 養 期 間（ オ フ シ ー ズ ン ）を 設

け る 。

ガ イ ド ラ イ ン 記 載
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「 中 学 校 ・ 高 等 学 校 で 異 な る 設 定 」（ 以 下 「 異 な る 設 定 」 と い

う 。） が ２ １ 県 で あ り 、 同 じ 設 定 、 異 な る 設 定 と も に 、 学 期 中

と 同 様 、 ほ ぼ 二 分 さ れ る 状 況 と な っ て い る 。

同 じ 設 定 の 場 合 は 、 ２ ０ 県 中 １ ７ 県 が ガ イ ド ラ イ ン の 基 準

と 同 様 、 週 ２ 日 （ 平 日 １ 日 、 休 日 １ 日 ） を 休 養 日 と し て お り 、

そ の 中 に は 、「 第 ３ 日 曜 日 を 家 庭 の 日 と し て 定 め 、統 一 し た 休

養 日 」 と し て い る 県 も あ る 。

他 に は 、「 ９ 日 以 上 の 閉 庁 日 を 定 め て い る 」、「 学 期 中 と 同 じ

設 定 」、「 週 １ 日 以 上 」 と い っ た 休 養 日 の 設 定 を 行 っ て い る 県

が 見 ら れ る 。

中 学 校 ・ 高 等 学 校 と も に 同 じ 設 定 に し て い る 理 由 に つ い て

は 、 ２ ０ 県 中 １ ０ 県 が 「 ガ イ ド ラ イ ン に 準 じ た 設 定 」 と し て

お り 、 学 期 中 の 設 定 理 由 と ほ ぼ 差 が な い 状 況 と な っ て い る 。

異 な る 設 定 に し て い る 県 の 場 合 、 ほ と ん ど の 県 に お い て 、

中 学 校 で は ガ イ ド ラ イ ン に 準 じ て 週 ２ 日 （ 平 日 １ 日 、 休 日 １

日 ）と 設 定 し て い る ほ か 、「 学 校 の 設 置 者 の 定 め に よ る（ １ 県 ）」、

「 休 日 を 含 む 週 ２ 日 以 上 」、「 週 ２ 日 で あ る が 、 平 日 ・ 休 日 の

割 り 振 り は 学 校 の 計 画 に よ る （ １ 県 ）」、「 内 訳 の 設 定 な し （ １

県 ）」、「 休 日 ２ 日 （ １ 県 ）」 と 設 定 し て い る 県 が 見 ら れ る 。 ま

た 、 長 期 休 業 中 に 週 ２ 日 以 上 の 連 休 の 取 得 を 推 奨 す る 県 も あ

る 。

高 等 学 校 に お い て は 、 週 ２ 日 （ 平 日 １ 日 、 休 日 １ 日 ） の 設

定 を 行 っ て い る 県 は ５ 県 で あ り 、他 の 県 は 、学 期 中 と 同 様 に 、

「 年 間 を 通 じ て ○ 日 （ ６ 県 ）」 等 の 設 定 が 見 ら れ 、 学 校 の 特 色

10県

4県

2県

2県

1県

国のガイドライン

部活動以外の時間の確保

学校種にかかわらず適用できる

ケガの防止

スポーツ協会

図１５　同じ設定の理由

スポーツ医・科学の観点からのジュ

ニア期におけるスポーツ活動時間に

ついて（H29　公益財団法人日本

スポーツ協会）より
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や 競 技 特 性 等 の 理 由 か ら 、 高 等 学 校 段 階 で は 、 各 学 校 に お い

て 中 学 校 教 育 の 基 礎 の 上 に 多 様 な 教 育 が 行 わ れ て い る 点 に 留

意 し て い る も の と 考 え ら れ る 。

中 学 校 ・ 高 等 学 校 で 異 な る 設 定 を 行 う 理 由 は 、 長 期 休 業 中 と

学 期 中 と で 変 わ ら ず 、 中 学 生 と 高 校 生 で は 心 身 の 発 達 の 違 い が

大 き い こ と や 、 高 等 学 校 の 特 色 、 競 技 特 性 と い っ た こ と が 挙 げ

ら れ て い る 。

週２日, 5県, 24%

週１日, 13県, 

62%

週０日, 3県, 14%

図１６　中高異なる設定【長期休業中　高等学校】（回答県数２１県）

13県

13県

4県

1県

1県

心身の発達

高等学校の特色

競技特性

学校設置者の定めによる

従前の県独自のガイドラインによる

図１７　異なる設定の理由
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（ ３ ） 活 動 時 間 の 設 定

ア 活 動 時 間 を 設 定 す る 理 由

活 動 時 間 の 設 定 に つ い て は 、 ４ ０ 県 （ ８ ５ ％ ） に お い て 設

定 さ れ て お り 、 ５ 県 に つ い て も 策 定 中 で あ る 。 設 定 し て い な

い 県 に つ い て は 、「 各 学 校 で 定 め る 旨 通 知 を 出 し て い る が 、都

道 府 県 に お い て は 活 動 時 間 を 設 定 し て い な い 」、「 午 前 授 業 の

日 な ど 、 一 律 に 制 限 す る こ と は 活 動 時 間 の 保 障 の 観 点 か ら か

え っ て デ メ リ ッ ト に な る 」 と い う 理 由 が 挙 げ ら れ て い る 。

活 動 時 間 を 設 定 す る 理 由 と し て は 、「 健 康 維 持 ・ バ ラ ン ス の

と れ た 生 活 」 が 最 も 多 く 、 休 養 日 の 設 定 と 同 様 、 成 長 期 に あ

る 生 徒 が 、 運 動 、 食 事 、 休 養 及 び 睡 眠 の バ ラ ン ス の と れ た 生

活 を 送 る こ と が で き る よ う 配 慮 さ れ て い る 。

次 に 多 く 挙 げ ら れ た の が 「 ケ ガ の 予 防 」 で あ る 。 休 養 日 を

設 定 す る 理 由 で は 「 教 員 ・ 生 徒 の 負 担 軽 減 」 の ほ う が 多 か っ

た が 、 活 動 時 間 の 設 定 に お い て は 「 ケ ガ の 予 防 」 が ２ 番 目 に

多 く 、 ま た 、 ス ポ ー ツ 医 ・ 科 学 の 「 エ ビ デ ン ス に 基 づ く 」 活

動 時 間 を 設 定 し て い る 県 も あ る こ と か ら 、 過 度 の 練 習 に よ る

ス ポ ー ツ 障 害 ・ 外 傷 の リ ス ク を 回 避 す る と と も に 、 効 果 的 な

活 動 と な る よ う 配 慮 し て い る も の と 考 え ら れ る 。

１ 日 の 活 動 時 間 は 、長 く と も 平 日 で は ２ 時 間 程 度 、学

校 の 休 業 日 （ 学 期 中 の 週 末 を 含 む ） は ３ 時 間 程 度 と し 、

で き る だ け 短 時 間 に 、合 理 的 で か つ 効 率 的・効 果 的 な 活

動 を 行 う 。

ガ イ ド ラ イ ン 記 載
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イ 活 動 時 間 の 設 定 方 法

活 動 時 間 の 設 定 方 法 に つ い て は 、 設 定 済 み の ４ ０ 県 中 ２ ２

県 が 「 中 学 校 ・ 高 等 学 校 と も に 同 じ 設 定 」（ 以 下 「 同 じ 設 定 」

と い う 。）、 同 じ く １ ８ 県 が 「 中 学 校 ・ 高 等 学 校 で 異 な る 設 定 」

（ 以 下 「 異 な る 設 定 」 と い う 。） で あ り 、 同 じ 設 定 が 異 な る 設

定 を や や 上 回 る 状 況 と な っ て い る 。

同 じ 設 定 の 場 合 は 、 ２ １ 県 が ガ イ ド ラ イ ン の 基 準 と 同 様 、

平 日 ２ 時 間 、 休 日 ３ 時 間 と し て お り 、 残 る １ 県 が 休 日 半 日 程

度 と い う 設 定 に し て い る 。

ま た 、 同 じ 設 定 に し て い る 理 由 に つ い て は 、 ほ ぼ 半 数 の 県

が 「 ガ イ ド ラ イ ン に 準 じ た 設 定 」 と し て お り 、 休 養 日 （ 学 期

中 ・ 長 期 休 暇 中 ） の 設 定 と 同 じ 傾 向 が 見 ら れ る 。

22県

19県

17県

7県

7県

7県

4県

4県

2県

健康維持・バランスのとれた生活

ケガの予防

教員の負担軽減

生徒の負担軽減

望ましい部活動環境

エビデンスに基づく

国のガイドラインによる

部活動時間以外の時間の確保

バーンアウト予防

図１８　設定する理由

10県

4県

4県

2県

国のガイドライン

学校種にかかわらず適用できる

部活動以外の時間の確保

ケガ防止

図１９　同じ設定の理由
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異 な る 設 定 に し て い る 県 の 場 合 、１ ８ 県 中 １ ６ 県 に お い て 、

中 学 校 で は ガ イ ド ラ イ ン に 準 じ て 平 日 ２ 時 間 、 休 日 ３ 時 間 と

設 定 し て お り 、他 に 、「 平 日 ２ ～ ３ 時 間 、休 日 設 定 な し（ １ 県 ）」、

「 平 日 ２ 時 間 以 内 、 休 日 ４ 時 間 以 内 （ １ 県 ）」 と い っ た 設 定 が

見 ら れ る 。

一 方 、高 等 学 校 に お い て は 、設 定 時 間 が 大 き く 分 か れ た が 、

最 も 多 か っ た 設 定 は 、「 平 日 ３ 時 間 、 休 日 ４ 時 間 」 で あ り 、 中

学 校 と 比 較 す る と 平 日 ・ 休 日 と も に １ 時 間 多 い 設 定 と な っ て

い る 。

中 学 校 ・ 高 等 学 校 で 異 な る 設 定 を 行 う 理 由 は 、 休 養 日 の 設

定 と 同 様 、 中 学 生 と 高 校 生 で は 心 身 の 発 達 の 違 い が 大 き い こ

と や 、 高 等 学 校 の 特 色 、 競 技 特 性 と い っ た こ と が 挙 げ ら れ て

い る 。

2県

1県

7県

1県

1県

1県

3県

平日２時間、休日３時間

平日2.5時間、休日3.5時間

平日３時間、休日４時間

平日２時間、休日４時間

平日３時間以内・休日４時間以内

平日２～３時間程度　休日３～４時間程度

設定していない

図２０　中高異なる設定（高等学校）

12県

12県

4県

1県

心身の発達

高等学校の特色

競技特性

特殊な環境での活動

図２１　活動時間異なる設定理由
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ウ 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 方 針 の 独 自 の 定 め（ 活 動 時 間 ）

活 動 時 間 の 設 定 方 法 に つ い て も 、 休 養 日 同 様 に 独 自 の 項 目

が 設 定 さ れ て い る 。

具 体 的 な 項 目 と し て 、「 １ 日 あ た り の 活 動 時 間 の 制 限（ ９ 県 ）」

が 最 も 多 い こ と か ら 、 一 回 の 活 動 を 短 時 間 か つ 合 理 的 で 効 率

的 ・ 効 果 的 な も の に な る よ う 取 り 組 ん で い る と 考 え ら れ る 。

次 い で 多 か っ た の は 、「 朝 練 習 へ の 制 限 （ ７ 県 ）」 で あ り 、 朝

練 習 の 原 則 禁 止 や 、 朝 練 習 も 全 体 の 活 動 時 間 に 含 め る 取 組 が

挙 げ ら れ て い る 。他 に は 、「 週 あ た り の 活 動 時 間 を １ ６ 時 間 に

制 限 （ ４ 県 ）」、「 練 習 試 合 を 月 ３ 回 以 内 に 制 限 」 と い う 県 も 見

ら れ る 。

３ 学 校 単 位 で 参 加 す る 大 会 等 の 見 直 し

（ １ ） 学 校 の 部 活 動 が 参 加 す る 大 会 ・ コ ン ク ー ル 等 の 概 要 の

把 握 状 況

9県

7県

4県

1県

1県

活動時間の制限（１日当たり）

朝練習の制限

活動時間の制限（週当たり）

練習試合の制限

部活動強化指定校への対応

図２２　独自設定項目

都 道 府 県 中 学 校 体 育 連 盟 及 び 学 校 の 設 置 者 は 、 学 校

の 運 動 部 が 参 加 す る 大 会 ・ 試 合 の 全 体 像 を 把 握 し 、 週

末 等 に 開 催 さ れ る 様 々 な 大 会 ・ 試 合 に 参 加 す る こ と が 、

生 徒 や 運 動 部 顧 問 の 過 度 な 負 担 と な ら な い よ う 、 大 会

等 の 統 廃 合 等 を 主 催 者 に 要 請 す る と と も に 、 各 学 校 の

運 動 部 が 参 加 す る 大 会 数 の 上 限 の 目 安 等 を 定 め る 。

ガ イ ド ラ イ ン 記 載
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部 活 動 が 参 加 す る 大 会 等 の 統 廃 合 を 呼 び か け 、 精 査 す る た

め に は 、 現 在 、 参 加 し て い る 大 会 ・ コ ン ク ー ル 等 を 把 握 し て

お く 必 要 が あ る 。 実 際 に 把 握 し て い る の は ３ ３ 県 （ ７ ０ ％ ）

に 上 り 、 今 後 把 握 す る ８ 県 を 加 え る と 、 お よ そ ９ 割 （ ４ １ 県 ）

が 把 握 し て い る 状 況 で あ る 。

把 握 し て い る 大 会 ・ コ ン ク ー ル 等 の 概 要 は 、「 中 体 連 ・ 中 文

連 、 高 体 連 ・ 高 文 連 が 主 催 す る 大 会 ・ コ ン ク ー ル 等 」 が 多 く

を 占 め て い る が 、 中 に は 、「 都 道 府 県 の 競 技 団 体 、 文 化 芸 術 団

体 が 主 催 す る 大 会 ・ コ ン ク ー ル 等 」 に つ い て も 把 握 し て い る

県 が 見 ら れ る 。 ま た 、 民 間 が 主 催 し て い る 冠 大 会 （ 都 道 府 県

レ ベ ル 以 上 ） を 把 握 し て い る 県 （ １ 県 ） が あ る 。

把握している, 

33県, 70%

今後把握する,

8県, 17%

把握していない, 

6県, 13%

図２３　部活動が参加する大会・コンクール等の把握（回答県数４７県）

校 長 は 、都 道 府 県 中 学 校 体 育 連 盟 及 び 学 校 の 設 置 者 が

定 め る 上 記 イ（ 上 の 枠 内 ）の 目 安 等 を 踏 ま え 、生 徒 の 教

育 上 の 意 義 や 、生 徒 や 運 動 部 顧 問 の 負 担 が 過 度 と な ら な

い こ と を 考 慮 し て 、 参 加 す る 大 会 等 を 精 査 す る 。

ガ イ ド ラ イ ン 記 載
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（ ２ ） 大 会 の 統 廃 合 の 要 請 に つ い て

大 会 等 の 統 廃 合 の 要 請 を 行 っ て い る の は 、２ １ 県（ ４ ５ ％ ）

で あ る 。

統 廃 合 の 要 請 先 に つ い て は 、 各 校 種 の 体 育 連 盟 で あ る 「 中

体 連 ・ 高 体 連 （ １ ５ 県 ）」 が 最 も 多 く 、 次 い で 「 体 育 協 会 （ ６

県 ）」、「 競 技 団 体 （ ５ 県 ）」 が 挙 げ ら れ て い る 。 ま た 、 中 体 連・

高 体 連 、 中 文 連 ・ 高 文 連 の い ず れ に も 統 廃 合 の 要 請 を 行 っ て

い る 県 （ １ 県 ） も あ る 。

11県

33県

都道府県の競技団体、文化芸術団体が主催する大

会・コンクール等の概要

中体連・中文連、高体連・高文連が主催する大

会・コンクール等の概要

図２４　把握しているコンクール等の概要（回答県数３３県：複数回答あり）

要請している, 

21県, 45%
要請していない, 

26県, 55%

図２５　大会等の統廃合の要請について（回答県数４７県）
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（ ３ ） 参 加 す る 大 会 の 上 限 設 定 に つ い て

参 加 す る 大 会 数 の 上 限 を 設 定 し て い る 県 は 、７ 県（ １ ５ ％ ）

に と ど ま っ て い る 。上 限 や 目 安 の 設 定 に つ い て は 、「 参 加 対 象

の 制 限 （ ３ 県 ）」、「 参 加 回 数 の 制 限 （ ３ 県 ）」、「 参 加 対 象 及 び

参 加 回 数 の 制 限 （ １ 県 ）」 が 挙 げ ら れ て い る 。 休 養 日 等 の 設 定

と は 異 な り 、 学 校 へ の 働 き 掛 け の み で な く 、 大 会 ・ コ ン ク ー

ル 等 を 主 催 す る 関 係 団 体 等 と の 調 整 が 難 し い こ と が 推 察 さ れ

る 。

5県

6県

1県

15県

競技団体

体育協会

中文連・高文連

中体連・高体連

図２６　大会統廃合の要請先

設定している,

7県, 15%

設定していない, 40県, 

85%

図２７　参加する大会数の上限設定（回答県数４７県）
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大 会 上 限 設 定 の 例

学 校 の 設 置 者 が 定 め る よ う に 明 示 し て い る 。 県 立 中 学

校 に つ い て は 「 中 学 校 体 育 連 盟 主 催 、 共 催 以 外 の 参 加 大

会 数 を １ ０ 回 以 内 」 と し て い る 。

○ 対 象 お よ び 回 数 の 制 限 （ １ 県 ）

・ 教 員 特 殊 業 務 手 当 の 支 給 対 象 と な る 対 外 運 動 競 技 一 覧

に 掲 げ る 大 会 ・ コ ン ク ー ル 等

・ 実 績 を 踏 ま え 、 生 徒 や 保 護 者 、 運 動 部 顧 問 の 状 況 を 考

慮 し な が ら 、 参 加 す る 大 会 等 を 精 査 す る 。

・ 各 学 校 の 運 動 部 が 参 加 す る 大 会 は 、 学 校 体 育 団 体 の 主

催 若 し く は 共 催 す る 大 会 と す る 。 そ れ 以 外 の 大 会 へ の

参 加 に つ い て は 、 ス ポ ー ツ 庁 が 示 し た 「 運 動 部 活 動 の

在 り 方 に 関 す る 総 合 的 な ガ イ ド ラ イ ン 」 の 趣 旨 を 踏 ま

え 、 生 徒 の 教 育 上 の 意 義 や 、 生 徒 や 運 動 部 顧 問 の 負 担

が 過 度 と な ら な い こ と を 考 慮 し て 、 実 態 に 応 じ て 各 学

校 に お い て 定 め る こ と と す る 。

○ 対 象 の 制 限 （ ３ 県 ）

・ 一 か 月 に １ 大 会 程 度 と す る 。

・ 県 中 体 連 、 県 高 体 連 が 主 催 す る 大 会 数 を 上 限 の 目 安 と

し て い る 。

・ 県 立 中 学 校 の 県 大 会 規 模 の 参 加 に つ い て 年 ４ 回 程 度 を

目 安 と し て い る 。

○ 回 数 の 設 定 （ ３ 県 ）
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学 校 単 位 で 参 加 す る 大 会 等 の 見 直 し に つ い て の 意 見

・ 各�競�技�団�体�主�催�の�大�会�数�を�減�ら�す�こ�と�が�必�要�と�な�る�。

・ 競�技�団�体�等�が�ガ�イ�ド�ラ�イ�ン�へ�の�理�解�を�深�め�る�と�と�も�

に�、適�切�な�大�会�運�営�が�図�ら�れ�る�よ�う�取�り�組�ん�で�い�か�な�け�

れ ば な ら な い 。 各 競 技 団 体 等 で は 、 競 技 人 口 を 増 や 

し たい と い う 目 的 も あ り 、 大 会 等 の イ ベ ン ト を 重 視 

し て いる と こ ろ が 見 ら れ る 。 こ う し た 状 況 か ら 、 統 

廃 合 に 向け た 取 組 に は 時 間 を 要 す る こ と が 考 え ら れ 

る 。�

○ 大 会 主 催 者 の 協 力

・ ガ イ ド ラ イ ン の 遵 守 を 学 校 体 育 団 体 主 催 の 大 会 参 加 へ

の 条 件 に 加 え る （ 練 習 時 間 や 休 養 日 の 取 得 を 参 加 条 件

と す る ）。

○ 部 活 動 ガ イ ド ラ イ ン の 遵 守 を 参 加 資 格 条 件

に す る

・ 競 技 ・ 種 目 等 に よ っ て は 、 生 徒 が 参 加 す る 大 会 ・ コ ン

ク ー ル 等 が 多 い 。

・ 特 に 部 活 動 は 、 各 種 大 会 に 向 け て 取 り 組 ん で い る こ と

が 多 く 、 学 校 単 位 で 参 加 す る 大 会 等 （ 体 育 連 盟 、 文 化

連 盟 以 外 が 主 催 す る 大 会 ） に つ い て 、 更 に 吟 味 ・ 検 討

す る 必 要 が あ る の で は な い か 。

○ 大 会 の 精 選
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４ 部 活 動 指 導 員 に つ い て

（ １ ） 部 活 動 指 導 員 の 任 用 状 況

部 活 動 指 導 員 の 任 用 状 況 に つ い て は 、 平 成 ２ ９ 年 度 第 ３ 部

会 研 究 報 告 書 に よ る と 、 任 用 し て い る 県 が ９ 県 、 任 用 を 検 討

し て い る 県 が ３ ８ 県 で あ っ た が 、 今 年 度 は 、 ４ １ 県 （ ８ ８ ％ ）

に お い て 任 用 が 進 ん で い る 。 ま た 、 次 年 度 以 降 の 任 用 を 検 討

し て い る 県 が ３ 県 あ る こ と か ら 、 今 後 ９ 割 超 の 県 に お い て 任

用 さ れ て い く こ と に な り 、 各 県 に お い て 部 活 動 指 導 員 の 任 用

が 推 進 さ れ て い る こ と が 分 か る 。

な お 、 任 用 し て い な い 県 の 理 由 と し て 、 人 材 ・ 予 算 の 確 保

及 び 体 制 整 備 が 挙 げ ら れ て い る 。

任用している,

41県, 88%

実施予定, 

3県, 6%

任用していない, 

3県, 6%

図２８　部活動指導員の任用状況（回答県数４７県）

部 活 動 指 導 員 は 、学 校 教 育 法 施 行 規 則 第 78 条 の ２ に

基 づ き 、「 中 学 校 に お け る ス ポ ー ツ 、 文 化 、 科 学 等 に 関

す る 教 育 活 動 （ 学 校 の 教 育 課 程 と し て 行 わ れ る も の を

除 く 。）に 係 る 技 術 的 な 指 導 に 従 事 す る 」学 校 の 職 員（ 義

務 教 育 学 校 後 期 課 程 、 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 並 び に

特 別 支 援 学 校 の 中 学 部 及 び 高 等 部 に つ い て は 当 該 規 定

を 準 用 ）。学 校 の 教 育 計 画 に 基 づ き 、校 長 の 監 督 を 受 け 、

部 活 動 の 実 技 指 導 、 大 会 ・ 練 習 試 合 等 の 引 率 等 を 行 う 。

校 長 は 、 部 活 動 指 導 員 に 部 活 動 の 顧 問 を 命 じ る こ と が

で き る 。

ガ イ ド ラ イ ン 記 載



- 36 -

各 県 で 把 握 し て い る 部 活 動 指 導 員 の 人 数 に つ い て は 、 運 動

部 と 文 化 部 を 比 較 す る と 、 運 動 部 に お い て 任 用 さ れ て い る 人

数 が 文 化 部 を 大 き く 上 回 っ て い る 。

ま た 、 文 化 部 に お い て 部 活 動 指 導 員 の 任 用 を 行 っ て い る 県

は 、 ４ １ 県 中 １ ７ 県 と 約 ４ 割 と な っ て お り 、 運 動 部 の み な ら

ず 、 文 化 部 に お い て も 部 活 動 指 導 員 の 任 用 が 広 が っ て い る こ

と が 分 か る 。

※ 市 町 村 立 学 校 で の 配 置 先 の 別 （ 運 動 部 又 は 文 化 部 ） を 把 握 し て な い 県

の 人 数 は 、 計 上 し て い な い 。

ア 部 活 動 指 導 員 任 用 の 財 源 に つ い て

財 源 の 内 訳 に つ い て は 、 中 学 校 で は 、 国 費 事 業 で の 任 用 が

９ ８ ％ と な っ て い る 。 一 方 、 高 等 学 校 に お い て は 、 部 活 動 指

導 員 の 配 置 が 全 て 県 単 独 事 業 で の 任 用 と な っ て い る 。

イ 任 用 し て い る 部 活 動 指 導 員 の 主 な 職 業 に つ い て

任 用 さ れ て い る 部 活 動 指 導 員 の 職 業 別 把 握 人 数 (９ ６ ７ 人 )

の う ち 、 最 も 多 い の は 、「 無 職 」 で あ る 。

25人

1,276人

439人

102人

278人

中学校(都道府県立)

中学校(市区町村立)

高等学校(都道府県立)

高等学校(市区町村立)

図２９　指導員人数内訳（回答県数４１県）

運動部 文化部

98％ 2％

100％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学校

高等学校

図３０　財源内訳（回答県数４１県）

国費事業

単独事業
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ま た 、 会 社 勤 め と 部 活 動 指 導 員 の 両 立 は 時 間 的 に 難 し い も

の と 推 察 さ れ る こ と か ら 、 会 社 員 等 の 割 合 は 低 い こ と が 予 想

さ れ た が 、 会 社 員 、 自 営 業 、 団 体 職 員 を 合 わ せ て 全 体 の ３ 割

を 占 め て お り 、 パ ー ト ・ ア ル バ イ ト 、 主 夫 ・ 主 婦 、 学 生 を 大

き く 上 回 る 状 況 と な っ て い る 。

そ の 他 の 内 訳 の 中 に は 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 教 員 や 退 職 教 員

な ど 教 員 経 験 者 も 見 ら れ た 。 教 員 経 験 者 の 人 数 は ３ ４ ９ 人 で

あ り 、 全 体 の ４ 割 弱 が 教 員 経 験 者 と い う 状 況 で あ る 。

平 成 ２ ９ 年 度 第 ３ 部 会 研 究 報 告 書 に お い て 、 部 活 動 指 導 員

任 用 の 課 題 と し て 、「 学 校 教 育 に 理 解 が あ り 、引 率 指 導 も 含 め

て 部 活 動 指 導 を 任 せ ら れ る 適 任 者 の 確 保 」 が 挙 げ ら れ て い る

こ と か ら も 、 任 用 に 当 た っ て 学 校 教 育 に 理 解 の あ る 人 材 を 採

用 し た こ と が 推 察 さ れ る 。

ま た 、 こ う し た 人 材 を 確 保 す る た め 、 例 え ば 、 退 職 教 員 で

あ れ ば 退 職 者 説 明 会 と い っ た 場 面 に お い て 、 部 活 動 指 導 員 任

用 の 説 明 や パ ン フ レ ッ ト を 配 布 す る 等 効 果 的 な 情 報 提 供 を 行

う こ と も 、 部 活 動 指 導 員 の 任 用 を 推 進 す る た め に 必 要 な 取 組

で あ る と 考 え ら れ る 。

無職, 265人,

 28%

会社員, 155人, 

16%

自営業, 113人, 

12%
団体職員, 40人, 4%

パート・アルバ

イト, 38人, 4%

主夫・主婦,

 22人, 2%

学生, 11人, 1%

その他, 323人, 

33%

図３１　職業別内訳（回答県数４１県） そ の 他 の 主 な 内 訳

・ 非 常 勤 講 師

・ 市 町 村 臨 時 職 員

・ 特 別 職 に 属 す る

非 常 勤 職 員

・ 再 任 用 短 時 間

勤 務 教 員

・ 学 習 支 援 員

・ ス ポ ー ツ ク ラ ブ
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（ ２ ） 部 活 動 指 導 員 任 用 に よ る 効 果 及 び 課 題

ア 部 活 動 指 導 員 任 用 に よ る 効 果

指 導 員 任 用 に よ る 効 果 に つ い て は 、「 専 門 的 な 指 導 」、「 時 間

的 な 負 担 軽 減 」、「 精 神 的 な 負 担 軽 減 」、「 指 導 体 制 の 充 実 」 が

挙 げ ら れ て い る 。

部 活 動 指 導 員 に よ っ て「 専 門 的 な 指 導 」が 行 わ れ る こ と で 、

生 徒 の 技 能 向 上 や 意 欲 向 上 と い っ た 効 果 が 見 ら れ た 。 ま た 、

教 員 が 部 活 動 に 充 て て い た 時 間 を 他 の 校 務 に 活 用 す る こ と で

「 時 間 的 な 負 担 軽 減 」 が 図 ら れ る ほ か 、 土 日 ・ 祝 日 や 大 会 引

率 を 部 活 動 指 導 員 に 任 せ る 体 制 を 整 え た 結 果 、 教 員 の 休 養 日

の 取 得 に つ な が り 、多 忙 化 解 消 へ の 効 果 も 見 ら れ 、「 精 神 的 な

負 担 軽 減 」 が 図 ら れ る こ と が 期 待 さ れ る 。 加 え て 、 部 活 動 指

導 員 と 担 当 教 員 の 複 数 顧 問 に よ る 「 指 導 体 制 の 充 実 」 や 、 未

経 験 の 部 活 動 の 顧 問 を 担 当 す る 教 員 の「 精 神 的 な 負 担 の 軽 減 」

に も つ な が っ て い る と 考 え ら れ る 。

部 活 動 指 導 員 任 用 に よ る 負 担 軽 減 効 果 の 事 例

５ 県 に お い て 、 部 活 動 指 導 員 任 用 に よ る 具 体 的 な 削 減 効 果

が 把 握 さ れ て い る が 、 今 後 、 同 様 に 削 減 効 果 を 客 観 的 に 測 定

す る 県 が 増 加 し て い く も の と 推 察 さ れ る 。

15県

12県

11県

8県

専門的な指導

時間的な負担軽減

精神的な負担軽減

指導体制の充実

図３２　指導員任用による効果

ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 、 顧 問 の ８ ７ .４ ％ 、 教 員 の ４ ５ .

７ ％ が 業 務 負 担 軽 減 を 実 感 し て い る 。

○ 業 務 負 担 減
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40県

38県

10県

3県

人材確保

財政措置

資質向上

指導員との連携

図３３　指導員配置のために必要なこと

イ 部 活 動 指 導 員 を 配 置 す る た め に 必 要 な こ と

部 活 動 指 導 員 を 配 置 す る た め に 必 要 な こ と と し て 、「 人 材 確

保 （ ４ ０ 県 ）」 や 国 に よ る 「 財 政 措 置 （ ３ ８ 県 ）」 を 求 め る 回

答 が 多 数 を 占 め て い る 。

人 材 確 保 が 最 も 多 か っ た と い う こ と は 、 仮 に 国 に 財 政 措 置

を 要 望 し 新 た な 財 源 を 確 保 で き た と し て も 、 人 材 不 足 の た め

に 、 部 活 動 指 導 員 が 配 置 さ れ な い 事 態 が 想 定 さ れ 、 地 域 間 で

教 育 （ 生 徒 が 受 け る 指 導 や 教 育 的 効 果 ） に 格 差 が 生 じ る こ と

が 危 惧 さ れ る 。

・ １ 週 間 平 均 ･ ･ ･２ 時 間 ４ ３ 分 減

・ 月 平 均 ･ ･ ･２ ５ 時 間 減 、 ２ ４ .６ 時 間 減

・ 年 間 平 均 ･ ･ ･１ ２ ５ 時 間 減

○ 勤 務 時 間 数 の 変 化 （ 減 少 し た 事 例 ）

・ 顧 問 の 代 わ り に 部 活 動 指 導 員 が 指 導 し 、 顧 問 は そ の 時

間 を 他 の 業 務 に 充 て る 。

・ 週 休 日 の 指 導 を 交 代 で 行 う こ と で 、 顧 問 の 休 養 日 に 充

て る 。

○ 時 間 削 減 に 効 果 の あ っ た 部 活 動 指 導 員 の 配 置 方 法
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各 県 に お い て 把 握 し て い る 任 用 人 数 に つ い て は 、 任 用 人 数

５ ０ 人 以 上 が １ ５ 県（ ３ ６ ％ ）、５ ０ 人 未 満 が ２ ７ 県（ ６ ４ ％ ）

で あ る 。 ５ ０ 人 ～ ５ ９ 人 、 ２ ０ ～ ２ ９ 人 、 １ ０ 人 ～ １ ９ 人 の

任 用 が 各 ７ 県 ず つ と 最 も 多 い 。

部 活 動 指 導 員 の 人 材 確 保 の 工 夫 事 例

0県 1県 2県 3県 4県 5県 6県 7県 8県

100人以上

90～99人

80～89人

70～79人

60～69人

50～59人

40～49人

30～39人

20～29人

10～19人

１～９人

図３４　部活動指導員任用人数の割合（回答県数４２県）

・ 事 業 化 に 向 け て 早 い 段 階 か ら 市 町 村 に 準 備 を 促 し た 。

・ ス ポ ー ツ 指 導 者 登 録 バ ン ク に 部 活 動 指 導 員 の 登 録 を 加

え 、 県 内 の 人 材 （ ス ポ ー ツ 指 導 者 、 非 常 勤 職 員 、 学 校

支 援 員 等 ） に 登 録 を 勧 め て い る 。

※ Ａ 県 で は 、 外 部 指 導 者 の 協 力 に よ り 部 活 動 指 導 を 行 っ

て い る 背 景 も あ り 、 外 部 指 導 者 が 学 校 か ら の 推 薦 を 受

け て 任 用 さ れ る こ と も 多 い 。

Ａ県 に お け る 人 材 確 保 の 工 夫
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ウ 部 活 動 指 導 員 任 用 の 課 題

最 も 多 く 挙 げ ら れ た 課 題 は 、 生 徒 指 導 対 応 な ど の 役 割 の 範

囲 で あ る 。 そ の 中 で 多 か っ た 課 題 は 、 生 徒 引 率 に 関 わ る こ と

で あ り 、 具 体 的 に は 、「 教 員 と 異 な る 給 与 ・ 服 務 体 制 の 中 で の

宿 泊 を 伴 う 引 率 」 や 、「 単 独 引 率 ・ 単 独 指 導 を 行 え る 人 材 の 確

保 」、 そ の 際 の 「 ア ク シ デ ン ト へ の 対 応 」 に つ い て の 課 題 が 挙

げ ら れ て い る 。

・ 部 活 動 指 導 員 の 適 性 を 挙 げ 、 各 学 校 に お い て 判 断 し や

す い よ う に し て い る 。

・ 関 係 団 体 に 情 報 提 供 し て 地 域 の 人 材 を 紹 介 し て も ら う

な ど 、 県 と し て 協 力 で き る 形 で 支 援 し て い る 。

Ｂ県 に お け る 人 材 確 保 の 工 夫

・ 準 部 活 動 指 導 員 制 度 （ 県 単 独 事 業 ） ※ 高 等 学 校 の み

地 域 の ス ポ ー ツ 人 材 等 に 対 し 、学 校 現 場 で の 指 導 経 験

や 各 種 研 修 会 へ の 参 加 に よ り 、段 階 的 な 資 質 の 向 上 を

図 る こ と で 次 の 部 活 動 指 導 員（ 準 部 活 動 指 導 員 ）を 養

成 す る 。

・ 県 教 委 主 催 の 各 種 研 修 会 な ど の 場 で 、部 活 動 に 係 る 外

部 指 導 者 へ の 参 加 を 促 し 、そ の 中 で 部 活 動 指 導 員 制 度

の 紹 介 等 を 行 っ て い る

※ Ｃ 県 で は １ ヶ 月 当 た り の 時 間 外 業 務 時 間 が １ ０ ０ 時

間 以 上 の 教 員 が 複 数 い る 学 校 に 配 置 す る と い っ た 配

置 の 工 夫 も 行 っ て い る 。

Ｃ県 に お け る 人 材 確 保 の 工 夫
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部 活 動 指 導 員 任 用 の 課 題 （ 例 ）

9県

8県

5県

4県

2県

2県

指導員の役割の範囲

人材確保

学校現場との連携

目的の認識

時間の制約

事務処理の煩雑さ

図３５　部活動指導員任用の課題

部 活 動 指 導 員 を 任 用 し た に も か か わ ら ず 、担 当 教 員 が「自

分 も 参 加 し な け れ ば 」 と い う 意 識 か ら 部 活 動 指 導 員 と 一 緒

に 指 導 を 行 う こ と で 、 教 員 の 業 務 削 減 に な っ て い な い 例 も

挙 が っ て お り 、部 活 動 指 導 員 を 導 入 す る 目 的 の 理 解 を 図 り 、

導 入 を 行 う 必 要 が あ る 。

部 活 動 指 導 員 に 指 導 を 任 せ る と し て も 、 ど こ ま で の 役 割

や 責 任 を 負 わ せ る か と い っ た 範 囲 に 係 る 基 準 が あ れ ば 、 各

校 に お い て 部 活 動 指 導 員 の 活 用 が よ り 一 層 進 む も の と 思 わ

れ る 。

○ 指 導 員 の 役 割 の 範 囲

担 当 教 員 と 部 活 動 指 導 員 の 指 導 方 法 等 の 違 い か ら 生 徒 に

戸 惑 い が 生 じ た 例 や 、 部 活 動 指 導 員 と 生 徒 と の 人 間 関 係 の

構 築 に 困 難 を 来 し た 例 が あ る 。

部 活 動 指 導 員 を 任 用 す る 目 的 ・ 方 法 を 学 校 に 対 し て 事 前

に 説 明 す る こ と で 、 効 果 的 に 活 用 さ れ た と い う 声 も 挙 が っ

て お り 、 学 校 現 場 に 対 し て は 、 部 活 動 指 導 員 を 任 用 す る 目

的 に つ い て 周 知 を 図 り 、 部 活 動 指 導 員 に 対 し て は 、 事 前 研

修 に お い て 学 校 と の 連 携 に つ い て 理 解 を 求 め る 等 、 学 校 と

部 活 動 指 導 員 の ギ ャ ッ プ を 埋 め る 方 策 が 必 要 と な る 。

○ 学 校 現 場 と の 連 携
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５ 研 修 に つ い て

（ １ ） 研 修 会 の 開 催 状 況 に つ い て （ 部 活 動 指 導 員 、 部 活 動 担

当 教 員 、 管 理 職 ）

部 活 動 に 関 す る 研 修 会 の 実 施 状 況 に つ い て は 、 対 象 者 に よ

っ て 差 が あ り 、部 活 動 担 当 教 員 を 対 象 と し た 研 修 は ４ ３ 県（ ９

１ ％ ）、 部 活 動 指 導 員 を 対 象 と し た 研 修 は ３ ３ 県 （ ７ ０ ％ ） で

そ れ ぞ れ 実 施 さ れ て い る の に 対 し て 、 管 理 職 を 対 象 と し た 研

修 は １ ７ 県 （ ３ ６ ％ ） と 少 な い 状 況 に あ る 。

ア 部 活 動 指 導 員 を 対 象 と し た 研 修 （ ３ ３ 県 で 実 施 ）

部 活 動 指 導 員 を 対 象 と し た 研 修 で 最 も 多 か っ た の は 、 部 活

動 の 在 り 方 や 概 要 に 関 す る 「 部 活 動 （ ２ ３ 県 ）」 そ の も の に つ

い て の 内 容 で あ る 。次 い で「 安 全・事 故 防 止（ １ ８ 県 ）」や「 指

導 力 向 上 （ １ ７ 県 ）」 に 関 す る 研 修 が 多 く 、 部 活 動 と い う 学 校

教 育 に 携 わ る 立 場 と し て 、 部 活 動 指 導 員 の 十 分 な 理 解 が 求 め

ら れ て い る も の と 推 察 さ れ る 。

43県

33県

17県

0県 10県 20県 30県 40県

部活動担当教員を対象

部活動指導員を対象

管理職を対象

図３６　部活動に関する研修実施状況　 ※複数回答あり

都 道 府 県 及 び 学 校 の 設 置 者 は 、運 動 部 顧 問 を 対 象 と す

る ス ポ ー ツ 指 導 に 係 る 知 識 及 び 実 技 の 質 の 向 上 並 び に

学 校 の 管 理 職 を 対 象 と す る 運 動 部 活 動 の 適 切 な 運 営 に

係 る 実 効 性 の 確 保 を 図 る た め の 研 修 等 の 取 組 を 行 う 。

ガ イ ド ラ イ ン 記 載
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イ 担 当 教 員 （ 顧 問 ） を 対 象 と し た 研 修 （ ４ ３ 県 で 実 施 ）

「 運 動 部 活 動 顧 問 」 を 対 象 と し て 研 修 を 行 っ て い る 県 が ３

８ 県 と 多 い 状 況 に あ り 、「 学 校 教 職 員 」 や 「 部 活 動 指 導 員 」 と

い っ た 学 校 関 係 者 を 広 く 対 象 と し て い る 県 も 見 ら れ る 。

ま た 、「 外 部 コ ー チ ・ 外 部 指 導 員 」 や 「 競 技 団 体 ・ ス ポ ー ツ

少 年 団 指 導 者 」 と い っ た 外 部 の 指 導 者 を 対 象 と し て い る 県 も

見 ら れ 、 地 域 で ス ポ ー ツ 指 導 が で き る 人 材 の 掘 り 起 こ し や 指

導 力 向 上 が 期 待 で き る と と も に 、 部 活 動 指 導 員 を 配 置 す る 際

の 課 題 で あ る 「 人 材 確 保 」 に も 効 果 的 で あ る と 考 え ら れ る 。

23県

18県

17県

15県

14県

10県

5県

部活動

安全・事故防止

指導力向上

服務

学校教育

資質向上

ガイドライン

図３７　部活動指導員を対象とした研修内容　 ※複数回答あり

38県

17県

10県

6県

2県

2県

2県

1県

運動部活動顧問

部活動指導員

外部コーチ・外部指導員

学校教職員

市町村担当者

国立・私立含む

競技団体・スポーツ少年団指導者

生徒

図３８　研修対象者
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研 修 内 容 に つ い て は 、 ス ポ ー ツ 医 ・ 科 学 や ス ポ ー ツ 心 理 に

基 づ く 「 指 導 力 向 上 （ ３ ６ 県 ）」 や 、 部 活 動 の 在 り 方 や 概 要 に

関 す る 「 部 活 動 （ ２ ４ 県 ）」、「 安 全 ・ 事 故 防 止 （ ２ ０ 県 ）」 の

内 容 が 多 く を 占 め て い る 。

研 修 の 効 果 と し て は 、「 指 導 力 向 上 （ ２ ５ 県 ）」 が 最 も 多 く 、

次 い で 「 資 質 向 上 （ １ ２ 県 ）」、「 安 全 ・ 事 故 防 止 （ １ １ 県 ）」

が 挙 げ ら れ て お り 、 各 分 野 の 専 門 性 を 有 す る 講 師 等 に よ る 座

学 ・ 実 技 研 修 を 実 施 す る こ と で 、 担 当 教 員 （ 顧 問 ） の 指 導 力

向 上 に つ な が っ て い る も の と 考 え ら れ る 。

ま た 、研 修 内 容 の 工 夫 事 例 と し て 、経 験 の 浅 い 担 当 教 員（ 顧

問 ） を 対 象 に し た 研 修 を 実 施 し て い る 県 （ ２ 県 ） が 見 ら れ る 。

研 修 を 実 施 す る 際 の 課 題

25県

12県

11県

3県

3県

指導力向上

資質向上

安全・事故防止

部活動

ガイドライン

図３９　研修の効果

担 当 教 員 （ 顧 問 ） が 公 務 と 重 な り 出 席 で き な い 、 ま た 、

外 部 の 指 導 員 か ら 平 日 開 催 で あ る と 参 加 し に く い な ど 、 日

程 調 整 に 苦 慮 し て い る 事 案 が 挙 げ ら れ て い る 。

○ 日 程 調 整
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13県

9県

9県

7県

日程調整

研修内容

研修実施体制

研修内容の普及

図４０　課題に感じること

各 種 目 に 特 化 し た 実 技 研 修 を 開 講 し た 場 合 、 そ の 種 目 に

つ い て の 専 門 的 な 指 導 力 向 上 が 期 待 で き る 一 方 で 、 受 講 者

が 限 ら れ て 多 く の 参 加 を 望 め な く な る な ど 、 研 修 テ ー マ に

よ っ て 受 講 者 数 が 増 減 す る こ と が 挙 げ ら れ て い る 。

な お 、 種 目 を 限 定 し た 研 修 を 開 催 す る 場 合 、 参 加 者 の 指

導 力 の レ ベ ル に 幅 が あ る た め 、 研 修 内 容 を 絞 り に く い と い

っ た 現 状 も 見 ら れ る こ と か ら 、 内 容 の 幅 広 い 研 修 を 実 施 す

る の か 、 焦 点 化 し た 研 修 を 実 施 す る の か 、 多 岐 に わ た る 参

加 者 の ニ ー ズ に 応 じ た テ ー マ 設 定 が 困 難 と い う 課 題 が 見 ら

れ る 。

○ 研 修 内 容

予 算 確 保 や 講 師 、 会 場 の 手 配 と い っ た 運 営 に 関 す る 課 題

の ほ か 、 競 技 に よ っ て は 、 特 別 な 施 設 ・ 用 具 を 必 要 と す る

た め 研 修 の 実 施 が 困 難 と い う 事 例 も 見 ら れ る 。

○ 研 修 実 施 体 制

校 種 に よ っ て は 希 望 研 修 と な っ て い る た め 、 県 全 体 へ の

周 知 が 十 分 と は 言 え な い 状 況 や 、 悉 皆 と し て い る が 各 学 校

１ 名 の み の 参 加 の た め 、 学 校 内 で の 普 及 に 課 題 が あ る と い

う 状 況 が 挙 げ ら れ て い る 。

○ 研 修 内 容 の 普 及
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ウ 管 理 職 を 対 象 と し た 研 修 （ １ ７ 県 で 実 施 ）

管 理 職 を 対 象 と し た 研 修 に つ い て は 、 １ ７ 県 （ ３ ６ ％ ） で

実 施 さ れ て お り 、 決 し て 多 い と は 言 え な い 状 況 で あ る 。 研 修

実 施 の 機 会 は 、 各 県 に お け る 「 校 長 会 （ ９ 県 ）」 に お い て 研 修

を 行 っ た と い う 回 答 が 最 も 多 く 、他 に は 、「 一 般 研 修（ ５ 県 ）」、

「 管 理 職 研 修 （ ４ 県 ）」、「 副 校 長 会 ・ 教 頭 会 （ ３ 県 ）」 の 場 で

行 っ て い る 県 も 見 ら れ る 。

管 理 職 を 対 象 に し た 研 修 内 容 で は 、「 ガ イ ド ラ イ ン・指 針（ １

１ 県 ）」 を 取 り 扱 う 県 が 多 く 見 ら れ 、 次 い で 「 安 全 ・ 事 故 防 止

（ ５ 県 ）」 が 挙 げ ら れ て い る 。 ま た 、 少 数 で は あ る が 、 多 忙 化

解 消 に 向 け た 「 働 き 方 改 革 （ ２ 県 ）」 や 、 学 校 全 体 と し て 部 活

動 を 運 営 す る た め の 「 組 織 体 制 （ １ 県 ）」 を 取 り 扱 う 県 も 見 ら

れ る 。

9県

5県

4県

3県

校長会

一般研修

管理職研修

副校長・教頭会

図４１　研修実施の機会　

11県

5県

2県

1県

ガイドライン・指針

安全・事故防止

働き方改革

組織体制

図４２　研修内容
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（ ２ ） 部 活 動 指 導 手 引 の 普 及 ・ 活 用 状 況

ガ イ ド ラ イ ン に お い て は 、 中 央 競 技 団 体 に よ る 運 動 部 活 動

用 指 導 手 引 の 普 及 ・ 活 用 に つ い て 言 及 し て い る が 、 調 査 時 点

で 、 公 益 財 団 法 人 日 本 サ ッ カ ー 協 会 と 公 益 財 団 法 人 全 日 本 柔

道 連 盟 の ２ 団 体 の み 作 成 し て お り 、 他 は 未 整 備 で あ る 。

一 方 、 各 県 に お い て は 、 ３ ３ 県 （ ７ ０ ％ ） で 独 自 の 部 活 動

指 導 手 引 が 作 成 さ れ 、 合 理 的 か つ 効 率 的 ・ 効 果 的 な 活 動 に 向

け て 、 指 導 の 充 実 が 図 ら れ る よ う 活 用 さ れ て い る 。

作成している, 

33県, 70%

作成していない, 

14県, 30%

図４３　部活動における合理的でかつ効率的・効果的な活動のための

 手引書を作成している都道府県数（回答県数４７県）

運 動 部 活 動 用 指 導 手 引 の 普 及 ・ 活 用

ア 中 央 競 技 団 体 は 、競 技 の 普 及 の 役 割 に 鑑 み 、運 動 部

活 動 に お け る 合 理 的 で か つ 効 率 的・効 果 的 な 活 動 の た

め の 指 導 手 引（競 技 レ ベ ル に 応 じ た １ 日 ２ 時 間 程 度 の

練 習 メ ニ ュ ー 例 と 週 間 、月 間 、年 間 で の 活 動 ス ケ ジ ュ

ー ル や 、効 果 的 な 練 習 方 法 、指 導 上 の 留 意 点 、安 全 面

の 注 意 事 項 等 か ら 構 成 、運 動 部 顧 問 や 生 徒 の 活 用 の 利

便 性 に 留 意 し た 分 か り や す い も の ） を 作 成 す る 。

イ 中 央 競 技 団 体 は 、上 記 ア の 指 導 手 引 を ホ ー ム ペ ー ジ

に 掲 載・公 開 す る と と も に 、公 益 財 団 法 人 日 本 中 学 校

体 育 連 盟 や 都 道 府 県 等 と 連 携 し て 、全 国 の 学 校 に お け

る 活 用 を 依 頼 し 、 普 及 を 図 る 。

ウ 運 動 部 顧 問 は 、 上 記 ア の 指 導 手 引 を 活 用 し て 、 ２

（ １ ） に 基 づ く 指 導 を 行 う 。 ※ ２ （ １ ） は ガ イ ド ラ イ ン 参 照

ガ イ ド ラ イ ン 記 載
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手 引 の 内 容 に つ い て は 、 学 校 に お け る 「 部 活 動 の 意 義 」 や 、

部 活 動 の 運 営 に 係 る「 活 動 計 画 の 作 成 」「 事 故 防 止・安 全 管 理 」

「 体 罰 防 止 」 な ど が 見 ら れ る 。 ま た 、「 実 践 事 例 」 の 掲 載 や 、

競 技 種 目 ご と の 「 練 習 内 容 ・ 方 法 」 を ま と め て い る 県 も あ る 。

作 成 し た 手 引 の 普 及 ・ 活 用 方 法 に つ い て は 、 各 校 へ の 「 配

布 （ ２ ８ 県 ）」、「 研 修 会 で の 活 用 （ １ ９ 県 ）」、「 ホ ー ム ペ ー ジ

へ の 掲 載 （ １ ３ 県 ）」 が 行 わ れ て い る 。

手 引 の 活 用 に よ る 効 果 に つ い て は 、「 適 切 な 運 動 部 活 動 の 実

施 の 意 識 化 （ １ ２ 県 ）」 や 「 指 導 者 の 資 質 向 上 （ １ ０ 県 ）」 が

図 ら れ た こ と が 挙 げ ら れ て お り 、 中 に は 、 効 率 的 な 練 習 方 法

を 実 践 で き た こ と に よ り 、 土 ・ 日 曜 日 の 部 活 動 指 導 が 減 少 す

る な ど 、「 勤 務 時 間 軽 減 」 の 効 果 を 挙 げ た 県 （ ２ 県 ） も あ る 。

13県

19県

28県

ホームページ掲載

研修会での活用

配布

図４４　手引の普及・活用方法

2県

2県

10県

12県

事故の防止

勤務時間軽減

指導者の資質向上

適切な運動部活動の実施の意識化

図４５　効果
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６ 生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た ス ポ ー ツ 環 境 の 整 備

（ １ ） 生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た 運 動 部 の 設 置 に つ い て

生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た 運 動 部 の 設 置 に つ い て は 、 取 り 組

ん で い る と 回 答 し た 県 は １ ７ 県 （ ３ ６ ％ ） で あ る 。

（ １ ） 生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た 運 動 部 の 設 置

ア 校 長 は 、 生 徒 の １ 週 間 の 総 運 動 時 間 が 男 女 と も に

二 極 化 の 状 況 に あ り 、 特 に 、 中 学 生 女 子 の 約 ２ 割 が

６ ０ 分 未 満 で あ る こ と 、 ま た 、 生 徒 の 運 動 ・ ス ポ ー

ツ に 関 す る ニ ー ズ は 、 競 技 力 の 向 上 以 外 に も 、 友 達

と 楽 し め る 、適 度 な 頻 度 で 行 え る 等 多 様 で あ る 中 で 、

現 在 の 運 動 部 活 動 が 、 女 子 や 障 害 の あ る 生 徒 等 も 含

め て 生 徒 の 潜 在 的 な ス ポ ー ツ ニ ー ズ に 必 ず し も 応 え

ら れ て い な い こ と を 踏 ま え 、 生 徒 の 多 様 な ニ ー ズ に

応 じ た 活 動 を 行 う こ と が で き る 運 動 部 を 設 置 す る 。

具 体 的 な 例 と し て は 、 よ り 多 く の 生 徒 の 運 動 機 会

の 創 出 が 図 ら れ る よ う 、 季 節 ご と に 異 な る ス ポ ー ツ

を 行 う 活 動 、 競 技 志 向 で な く レ ク リ エ ー シ ョ ン 志 向

で 行 う 活 動 、 体 力 つ く り を 目 的 と し た 活 動 等 、 生 徒

が 楽 し く 体 を 動 か す 習 慣 の 形 成 に 向 け た 動 機 付 け と

な る も の が 考 え ら れ る 。

イ 地 方 公 共 団 体 は 、 少 子 化 に 伴 い 、 単 一 の 学 校 で は

特 定 の 競 技 の 運 動 部 を 設 け る こ と が で き な い 場 合 に

は 、 生 徒 の ス ポ ー ツ 活 動 の 機 会 が 損 な わ れ る こ と が

な い よ う 、 複 数 校 の 生 徒 が 拠 点 校 の 運 動 部 活 動 に 参

加 す る 等 、 合 同 部 活 動 等 の 取 組 を 推 進 す る 。

ガ イ ド ラ イ ン 記 載
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具 体 的 な 取 組 内 容 と し て は 、 １ ７ 県 の う ち １ ３ 県 が 、 生 徒

の ニ ー ズ を 踏 ま え た 運 動 部 の 設 置 を ガ イ ド ラ イ ン に 明 記 す る

こ と に と ど ま り 、 実 際 に 活 動 を 実 施 し て い る と 回 答 が あ っ た

の は ４ 県 で あ る 。

ガ イ ド ラ イ ン に 記 載 さ れ て い る よ う に 、 生 徒 の １ 週 間 の 総

運 動 時 間 が 二 極 化 し て い る 現 状 を 考 え れ ば 、 気 軽 に 運 動 に 取

り 組 む こ と が で き る 環 境 の 広 が り が 、 多 く の 生 徒 の 運 動 機 会

の 創 出 に つ な が っ て い く と 考 え ら れ る 。

取り組んでいる, 

17県, 36%
取り組んでいない,

30県, 64%

図４６　競技力向上以外を目的とした運動部の設置

に向けた取組（回答県数４７県）

4県

13県

実施

ガイドラインに明記

図４７　生徒のニーズを踏まえた運動部の具体的な方法

実施活動…ヨガ、ダブルダッチ、ピラティス、ゴルフ、ダンス、フィットネス



- 52 -

（ ２ ） 合 同 部 活 動 の 推 進 に つ い て

自 校 の 部 員 が 不 足 し て い る た め に 、 複 数 校 の 生 徒 が 拠 点 校

の 活 動 に 参 加 す る 合 同 部 活 動 の 推 進 に つ い て は 、 取 り 組 ん で

い る 県 が ２ ６ 県 （ ５ ５ ％ ） と な っ て い る 。 取 組 の 内 容 は 、 各

県 に よ っ て 差 は あ る が 、 合 同 練 習 の み で な く 、 合 同 チ ー ム と

し て 、 中 体 連 ・ 高 体 連 ・ 高 野 連 の 大 会 に 参 加 可 能 な 県 が １ ６

県 （ ３ ４ ％ ） で あ る 。

取り組んでいる, 

26県, 55%

取り組んで

いない,

21県, 45%

図４８　複数校の生徒が拠点校の運動部活動に参加する

合同部活動の取組（回答県数４７県）
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生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た 部 活 動 の 実 践 事 例

【 長 野 県 】 合 同 部 活 動 ・「ゆ る ス ポ 」 活 動 支 援 事 業
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生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た 部 活 動 の 実 践 事 例

【 神 奈 川 県 】 新 タ イ プ 部 活 動 支 援 事 業
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生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た 部 活 動 の 実 践 事 例

【 大 分 県 】 県 立 学 校 に お け る ス ク ー ル ヘ ル ス ア ッ プ 事 業

平成３０年度県立学校におけるスクールヘルスアップ事業 実施要項 

１ 趣 旨 

モデル校となる県立高等学校において、運動しない生徒を運動やスポーツに導くため、外部の

指導者の協力を得ながら運動機会の創出に取り組み、望ましい運動習慣の定着を図る。 

２ 内 容 

（１）対象となる学校 県立高等学校

（２）学校数 ９校 

（３）実践内容 ダンス、フィットネス、ヨガ等、既存の運動部活動にとらわれない楽し

み志向、健康志向の分野 

（４）事業実施期間 平成３０年５月７日（月）～平成３１年２月２８日（木） 

（５）外部指導者数 原則１校当たり１人とし、２５回を上限とする。 

・派遣回数

（６）派遣経費 １回につき４０００円及び交通費を支給する。 

（７）保険加入  外部指導者については、体育保健課がスポーツ安全保険に加入する。 

（８）そ の 他 外部指導者の派遣回数については、調整する場合がある。 

３ 外部指導者について 

モデル校に、体育保健課が外部指導者を派遣する。

（ただし、学校で外部指導者の確保ができる場合はこの限りでない。） 

４ モデル校及び外部指導者の決定について 

体育保健課が調整し、関係学校長あて通知する。 

５ 実施上の留意事項について 

（１）実施校は、外部指導者と指導方針や指導計画について十分協議し、共通理解のもと、効果

的な活用を図ること。

（２）外部指導者による指導は、学校の要請によって行い、特に、生徒の発育・発達や健康・安

全に十分配慮すること。

（３）外部指導者は、学校関係者の立ち会いのもと、指導を行うこと。

（４）指導回数については、期間を見通し、計画的に実施すること。

（５）モデル校は、必要に応じて実践資料等を提供するものとする。

（計画書・報告書については別途提示）

６ 事業説明会について 

派遣する外部指導者の決定後、モデル校となった学校において開催する。 

（詳細は、決定後通知する。） 

・参加者：教頭・顧問等
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（ ３ ） 地 域 と の 連 携 に つ い て

地 域 と の 連 携 に つ い て は 、 学 校 と 地 域 が 協 働 ・ 融 合 し た 形

で の 地 域 に お け る ス ポ ー ツ 環 境 の 整 備 を 進 め て い る 県 は １ ２

県 （ ２ ６ ％ ） で あ り 、 進 捗 は 低 調 と 言 え る 。

連 携 す る 組 織 は 、 図 ５ ０ に 示 す と お り で あ り 、 競 技 団 体 及

び そ の 他 の ク ラ ブ チ ー ム や 体 育 協 会 、 ス ポ ー ツ ク ラ ブ と の 連

携 の 回 答 が 多 く 挙 が っ て い た が 、 保 護 者 地 域 住 民 、 民 間 事 業

者 と の 連 携 に つ い て の 回 答 は 少 な い 。

整備している, 

12県, 26%

整備していない, 

35県, 74%

図４９　学校と地域が協働・融合した形での地域における

スポーツ環境の整備（回答県数４７県）

（ ２ ） 地 域 と の 連 携 等

ア 都 道 府 県 、学 校 の 設 置 者 及 び 校 長 は 、生 徒 の ス ポ ー

ツ 環 境 の 充 実 の 観 点 か ら 、 学 校 や 地 域 の 実 態 に 応 じ て 、

地 域 の ス ポ ー ツ 団 体 と の 連 携 、保 護 者 の 理 解 と 協 力 、民

間 事 業 者 の 活 用 等 に よ る 、学 校 と 地 域 が 共 に 子 供 を 育 て

る と い う 視 点 に 立 っ た 、学 校 と 地 域 が 協 働 ・ 融 合 し た 形

で の 地 域 に お け る ス ポ ー ツ 環 境 整 備 を 進 め る 。

ガ イ ド ラ イ ン 記 載
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6県

7県

11県

9県

1県

1県

0県

3県

ア 知事部局

イ 地域の体育協会

ウ 競技団体及びその他のクラブチーム

エ 総合型地域スポーツクラブ

オ 保護者・地域住民

カ 民間事業者

キ 社会教育団体および施設

その他

図５０　連携する組織（回答県数１２県：複数回答あり）
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地 域 ・ 団 体 と の 連 携

外 部 指 導 者 に 関 す る 協 力 （ 指 導 者 の 派 遣 や 情 報 提 供 ）

（ ４ 県 ） が 最 も 多 く 、 研 修 会 へ の 協 力 、 地 域 の 社 会 体 育

活 動 の 整 備 依 頼 、 競 技 力 向 上 の た め に 事 業 連 携 を 行 っ て

い る 。

イ ． 地 域 の 体 育 協 会 と の 連 携

外 部 指 導 者 に 関 す る 協 力 （ 指 導 者 の 派 遣 や 情 報 提 供 ）

（ ６ 県 ） が 最 も 多 く 、 部 活 動 を 補 完 す る ス ポ ー ツ 教 室 の

開 催 、 ク ラ ブ 育 成 支 援 、 高 校 が 有 す る 資 源 （ 生 徒 、 施 設 ）

を 活 用 し た ク ラ ブ 運 営 と い う 回 答 で あ る 。

エ ． 総 合 型 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ と の 連 携

回 答 の あ っ た ６ 県 全 て で 、 ス ポ ー ツ 所 管 部 署 と 連 携 し

て い る 。 連 携 内 容 に つ い て は 、 各 県 で 作 成 さ れ る 「 ス ポ

ー ツ 振 興 計 画 」に 基 づ く 取 組 の 推 進（ ４ 県 ）が 最 も 多 く 、

他 に は 、 総 合 型 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ へ の 働 き 掛 け 、 部 活

動 指 導 員 任 用 に 向 け て の 講 習 会 へ の 参 加 と い っ た 回 答 が

あ る 。

ア ． 知 事 部 局 と の 連 携

最 も 多 く の 回 答 （ １ １ 県 ） が あ り 、 連 携 内 容 に つ い て

は 、外 部 指 導 者 に 関 す る 協 力（ 指 導 者 の 派 遣 や 情 報 提 供 ）

（ ８ 県 ） が 最 も 多 く 、 ジ ュ ニ ア 教 室 な ど の 選 手 強 化 事 業

の 実 施 、 ク ラ ブ チ ー ム と の 合 同 練 習 、 競 技 団 体 主 催 の 大

会 へ の 地 域 単 位 で の 参 加 と い う 内 容 で あ る 。

ウ ．競 技 団 体 及 び そ の 他 の ク ラ ブ チ ー ム と の

連 携
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総 合 型 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ の 運 営 に あ た り 会 員 と し て

の 参 画 と い う 回 答 で あ る 。

オ ． 保 護 者 、 地 域 住 民 と の 連 携

民 間 事 業 者 と 連 携 し 、 人 材 バ ン ク 作 成 に 向 け 、 部 活 動

指 導 員 の 登 録 を 行 う 部 活 動 指 導 支 援 シ ス テ ム を 検 討 し て

い る 。

カ ． 民 間 事 業 者 と の 連 携

回 答 は ０ 県 で あ る 。

キ ． 社 会 教 育 団 体 お よ び 施 設 と の 連 携

プ ロ ス ポ ー ツ の 代 表 者 を 県 立 学 校 に 派 遣 す る 団 体 と 連

携 し て い る 県 や 、 ト ッ プ ス ポ ー ツ ク ラ ブ や 地 元 企 業 ・ 団

体 等 に よ る 運 動 部 活 動 支 援 団 体 を 設 立 し 、 技 術 指 導 や

医 ・ 科 学 専 門 家 に よ る サ ポ ー ト な ど に 取 り 組 ん で い る 県

も あ る 。 ま た 、 市 に 事 務 局 を 設 置 し 、 民 間 事 業 者 ・ 大 学・

体 育 協 会 が 連 携 し た 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ の 運 営 を 行 っ て

い る と の 回 答 も あ る 。

各 団 体 と の 連 携 内 容 に お い て 、 最 も 多 か っ た 回 答 が 、

外 部 指 導 者 に 関 す る 協 力 を 受 け る こ と で あ る が 、 部 活 動

指 導 員 配 置 上 の 課 題 で あ る 地 域 の 人 材 の 確 保 に も 資 す る

も の で あ る 。 競 技 団 体 と の 連 携 ・ 協 働 が 進 む こ と で 、 適

切 な 部 活 動 の 推 進 に つ な が る こ と が 期 待 さ れ る 。

（ 続 く ）

ク ． そ の 他 団 体 と の 連 携
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上 記 の 連 携 内 容 の 保 護 者 へ の 情 報 提 供 を 行 っ て い る 県 は １

２ 県 の う ち ２ 県 で あ る 。 情 報 提 供 を 実 施 す る 理 由 と し て 、 今

後 、 多 様 化 す る ス ポ ー ツ 環 境 を 整 備 し て い く た め に は 何 よ り

保 護 者 の 理 解 が 必 要 で あ る こ と が 挙 げ ら れ る 。

連 携 事 例

○ ス ポ ー ツ リ ー ダ ー バ ン ク へ の 登 録 に 、「 部 活 動 指 導 の 可

否 」 項 目 の 追 加

ス ポ ー ツ 所 管 課 に お い て 、 指 導 員 資 格 者 を 登 録 す る

際 に 、「 部 活 動 指 導 の 可 否 」 の 欄 を 設 け 、 部 活 動 指 導 員

任 用 に 活 用 し よ う と す る 試 み を 実 施 し て い る 。

競 技 団 体 及 び そ の 他 の ク ラ ブ チ ー ム と の 連 携 事 例

○ 学 校 で 運 動 部 活 動 を 実 施 で き な い 種 目 を 代 替 実 施

（ 実 施 競 技 ： ダ ン ス 、 フ ェ ン シ ン グ 、 新 体 操 、 相 撲 、

バ レ ー ボ ー ル 、 サ ッ カ ー ）

○ 高 等 学 校 を 拠 点 と し た 総 合 型 ス ポ ー ツ ク ラ ブ の 運 営

学 校 と 地 域 が 協 働 ・ 融 合 し た 形 で の 地 域 に お け る ス

ポ ー ツ 環 境 の 整 備 を 行 っ て い る 。

総 合 型 ス ポ ー ツ ク ラ ブ と の 連 携 事 例

ま た 、 総 合 型 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ と の 連 携 で は 、 学 校

と 地 域 が 協 働 ・ 融 合 し た 形 で ス ポ ー ツ 環 境 の 整 備 を 行 っ

て い る 県 や 、 運 動 機 会 を 創 出 す る た め 、 学 校 で で き な い

部 活 動 を 代 替 で 実 施 し て い る 県 、 運 動 機 会 を 創 出 し て い

る 県 、 民 間 事 業 者 ・ 大 学 ・ 体 育 協 会 と い っ た 多 く の 団 体

が 連 携 し 、 様 々 な 事 業 を 行 っ て い る 県 も あ っ た 。 総 合 型

地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ を 地 域 の 核 と し た 連 携 は 、 運 動 環 境

維 持 に 効 果 的 で あ る と 考 え ら れ る 。

ク ． そ の 他 団 体 と の 連 携 （ 続 き ）
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○ 民 間 事 業 者 と 連 携 し 、 人 材 バ ン ク 作 成 に 向 け 、 部 活 動

指 導 員 の 登 録 を 行 う 部 活 動 指 導 支 援 シ ス テ ム を 検 討 し

て い る 。

民 間 事 業 者 と の 連 携 事 例

○ 市 と 民 間 事 業 者 ・ 大 学 ・ 体 育 協 会 が 連 携 し た 地 域 ス ポ

ー ツ ク ラ ブ の 設 置

・ ス ポ ー ツ 部 活 （ 実 施 競 技 名 ： 陸 上 、 ラ グ ビ ー ）

学 校 に 希 望 す る 部 活 動 が な い 生 徒 に 対 し て 、 そ の 種

目 の ク ラ ブ を 設 置

・ ス ポ ー ツ 塾

競 技 力 向 上 の 場 の 提 供

・ ス ポ ー ツ 体 験 教 室（ 実 施 競 技 名 ： 卓 球 、ト ラ ン ポ リ ン 、

ラ グ ビ ー 、 女 子 サ ッ カ ー 、 硬 式 テ ニ ス ）

民 間 事 業 者 ・ 大 学 ・ 体 育 協 会 と の 連 携 事 例
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地 域 ・ 団 体 と の 連 携 に 対 す る 意 見

・ 将 来 的 に 部 活 動 を 地 域 の 指 導 者 が 担 う こ と を 考 え て い

く な ら ば 、 ど の 地 域 で も 、 指 導 者 が い る と い う 状 況 を

作 る 必 要 が あ る 。（ 都 市 部 と 地 方 で 大 き な 差 が あ る ）

・ 地 域 の ス ポ ー ツ 団 体 や 総 合 型 ス ポ ー ツ ク ラ ブ と の 具 体

的 な 連 携 の 施 策 が 必 要 と な る 。

・ 今 後 、 少 子 化 が さ ら に 進 む こ と を 踏 ま え れ ば 、 長 期 的

に は 、 従 来 の 学 校 単 位 で の 部 活 動 か ら 、 一 定 規 模 の 地

域 単 位 で の 活 動 も 視 野 に 入 れ た 体 制 の 構 築 が 求 め ら れ

る 。

○ 地 域 と の 連 携

学 校 の 部 活 動 を 補 完 す る た め 、保 護 者 主 導 で 行 っ て い る

活 動 に つ い て も 、 そ の 在 り 方 が 地 域 で 議 論 さ れ る べ き 。

○ 保 護 者 と の 連 携

・ ジ ュ ニ ア ア ス リ ー ト を 育 成 す る た め の 各 種 ス ポ ー ツ

団 体 の 協 力 が 必 要 で あ る 。

・ 競 技 団 体 主 催 の 大 会 や リ ー グ 戦 、 強 化 練 習 等 は 、 学

校 単 位 に よ ら な い 市 町 村 あ る い は エ リ ア 単 位 の 参 加

と し て 、部 活 動 と 切 り 離 し て い く べ き で あ る 。（ 部 活

動 と 競 技 力 向 上 を 切 り 離 し た 体 制 を 構 築 ）

・ 小 学 校 に お け る 社 会 体 育 の 過 熱 が 、 そ の 後 の 運 動 部

活 動 の 運 営 等 に 影 響 を 及 ぼ す と 思 わ れ る 。 医 ・ 科 学

的 根 拠 に 基 づ い た 適 切 な 運 動 部 活 動 と す る た め の 具

体 例 等 の 保 護 者 や 社 会 体 育 指 導 者 へ の 周 知 徹 底 が 必

要 で あ る 。

・ 競 技 団 体 の ガ バ ナ ン ス 強 化 （ 長 期 的 視 野 に 立 っ た 選

手 育 成 プ ロ グ ラ ム の 構 築 等 が 必 要 ）

○ ス ポ ー ツ 団 体 等 と の 連 携
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地 域 と の 連 携 事 例

【 京 都 府 】 府 立 学 校 ・ 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ 連 携 事 業
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◆ ◆ ◆ ま と め ◆ ◆ ◆

１ 「 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 方 針 」 に つ い て

● 「 運 動 部 活 動 の 在 り 方 に 関 す る 方 針 」 は 、 約 ９ 割 の 県 （ ４

３ 県 ・ ９ ２ ％ ） で 策 定 （ 調 査 時 の 策 定 中 を 含 む ） さ れ て お

り 、 部 活 動 の 適 切 な 運 営 に 向 け た 取 組 が 進 ん で い る 。

● 方 針 を 策 定 し て い る ４ ３ 県 （ 予 定 を 含 む ） の う ち 、 公 立 ・

私 立 の 両 方 を 対 象 と し て い る 県 は 約 ４ 割（ １ ７ 県 ・ ４ ０ ％ ）

で あ り 、 策 定 段 階 か ら 私 学 関 係 者 が 参 画 す る な ど 、 協 力 体

制 を 構 築 し て い る 。 ま た 、 公 立 学 校 の み を 対 象 と し て い る

残 り の 約 ６ 割 （ ２ ６ 県 ・ ６ ０ ％ ） の 県 に お い て も 、 私 学 担

当 課 に 情 報 提 供 す る な ど 連 携 を 図 っ て い る 。

２ 適 切 な 休 養 日 等 の 設 定 に つ い て

● 学 期 中 の 休 養 日 は 、 全 て の 県 に お い て 設 定 （ 調 査 時 の 策 定

中 を 含 む ） さ れ て お り 、 生 徒 の 健 康 維 持 や バ ラ ン ス の と れ

た 生 活 等 が 配 慮 さ れ て い る 。

● 長 期 休 業 中 の 休 養 日 は 、 約 ８ 割 （ ４ １ 県 ・ ８ ７ ％ ） の 県 で

設 定 さ れ て お り 、 生 徒 の 健 康 維 持 や バ ラ ン ス の と れ た 生 活

の ほ か 、 部 活 動 以 外 の 時 間 を 確 保 す る こ と で 十 分 な 休 養 を

取 る こ と に も 配 慮 さ れ て い る 。

● 学 期 中 の 休 養 日 の 設 定 は 、 ほ ぼ 半 分 の 県 に お い て 、 中 学 校

と 高 等 学 校 を 同 じ 設 定 に し て い る 。 ま た 、 長 期 休 業 中 の 休

養 日 の 設 定 も 同 様 の 割 合 で あ る 。

● 中 学 校・高 等 学 校 と も に 同 じ 休 養 日 の 設 定 に し て い る 場 合 、

ガ イ ド ラ イ ン に 準 じ て 、 週 当 た り ２ 日 （ 平 日 １ 日 、 休 日 １

日 ） と し て い る 県 が 多 い 。

● 中 学 校 と 高 等 学 校 で 異 な る 休 養 日 の 設 定 に し て い る 場 合 、

中 学 校 は 週 当 た り ２ 日 （ 平 日 １ 日 、 休 日 １ 日 ） と し て い る

県 が 多 い が 、 高 等 学 校 で は 週 １ 日 以 上 と 設 定 し て い る 県 が

多 く 、 学 校 の 特 色 や 競 技 特 性 等 の 理 由 か ら 、 高 等 学 校 段 階

で は 、 各 学 校 に お い て 中 学 校 教 育 の 基 礎 の 上 に 多 様 な 教 育

が 行 わ れ て い る 点 に 留 意 さ れ て い る 。

● 活 動 時 間 は 、 ８ 割 強 （ ４ ０ 県 ・ ８ ５ ％ ） の 県 に お い て 設 定

さ れ て お り 、 生 徒 の 健 康 維 持 や バ ラ ン ス の と れ た 生 活 の ほ
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か 、 ケ ガ の 予 防 に も 配 慮 さ れ て い る 。

● 活 動 時 間 の 設 定 は 、 ５ 割 弱 （ ２ ２ 県 ・ ４ ７ ％ ） の 県 に お い

て 、 中 学 校 と 高 等 学 校 を 同 じ 設 定 に し て お り 、 ガ イ ド ラ イ

ン に 準 じ て 、平 日 ２ 時 間 程 度 、休 日 ３ 時 間 程 度 と し て い る 。

● 中 学 校 と 高 等 学 校 で 異 な る 活 動 時 間 の 設 定 に し て い る 場 合 、

中 学 校 は 平 日 ２ 時 間 程 度 、 休 日 ３ 時 間 程 度 と し て い る 県 が

多 い が 、 高 等 学 校 で は 平 日 ３ 時 間 程 度 、 休 日 ４ 時 間 程 度 と

設 定 し て い る 県 が 多 く 、 学 校 の 特 色 や 競 技 特 性 等 の 理 由 か

ら 弾 力 的 に 設 定 で き る よ う 配 慮 さ れ て い る 。

３ 学 校 単 位 で 参 加 す る 大 会 等 の 見 直 し

● 部 活 動 で 参 加 し て い る 大 会・コ ン ク ー ル 等 は 、７ 割 の 県（ ３

３ 県 ・ ７ ０ ％ ） で 把 握 し て お り 、 中 体 連 ・ 中 文 連 、 高 体 連・

高 文 連 が 主 催 す る 大 会 ・ コ ン ク ー ル 等 に つ い て 把 握 し て い

る 県 が 多 い 。

● 大 会 ・ コ ン ク ー ル 等 の 統 廃 合 に つ い て は 、 約 ４ 割 （ ２ １ 県・

４ ５ ％ ） の 県 で 要 請 し て お り 、 要 請 先 と し て 、 中 体 連 ・ 高

体 連 、 体 育 協 会 、 競 技 団 体 が 挙 げ ら れ て い る 。

● 「 各 競 技 団 体 主 催 の 大 会 数 を 減 ら す こ と が 必 要 」、「 競 技 団

体 等 が ガ イ ド ラ イ ン へ の 理 解 を 深 め る と と も に 、 適 切 な 大

会 運 営 が 図 ら れ る よ う 取 り 組 ん で い か な け れ ば な ら な い 」

と い う 意 見 が 挙 げ ら れ て い る 。

● 中 体 連 ・ 中 文 連 や 高 体 連 ・ 高 文 連 が 主 催 す る 大 会 ・ コ ン ク

ー ル は 開 催 数 が 限 ら れ て い る こ と か ら 、 そ れ 以 外 を 主 催 す

る 競 技 団 体 や 文 化 芸 術 団 体 へ の 働 き 掛 け が 必 要 で あ る と 推

察 さ れ る 。

４ 部 活 動 指 導 員 に つ い て

● 部 活 動 指 導 員 の 任 用 に つ い て は 、 約 ９ 割 （ ４ １ 県 ・ ８ ８ ％ ）

の 県 で 取 組 が 進 ん で い る 。

● 運 動 部 に お け る 任 用 は 、 ４ １ 県 全 て で 行 わ れ て い る の に 対

し て 、文 化 部 で は ４ １ 県 中 １ ７ 県 ※ に お い て 任 用 さ れ て い る 。

※ 市 町 村 立 学 校 で の 配 置 先 の 別 （ 運 動 部 又 は 文 化 部 ） を 把 握 し て な い

県 の 数 は 含 め て い な い 。
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● 財 源 に つ い て は 、中 学 校 の 任 用 は ９ ８ ％ が 国 費 事 業 で あ り 、

高 等 学 校 の 場 合 は １ ０ ０ ％ が 県 単 独 事 業 の 任 用 で あ る 。

● 部 活 動 指 導 員 の う ち ２ ８ ％ は 無 職 で あ り 、 職 業 別 で は 会 社

員 （ １ ６ ％ ）、 自 営 業 （ １ ２ ％ ） が 多 い 状 況 で あ る 。

● 部 活 動 指 導 員 の う ち ３ ６ ％ は 、 退 職 教 員 や 非 常 勤 講 師 と い

っ た 教 員 経 験 者 で あ る 。

● 部 活 動 指 導 員 の 任 用 に よ る 効 果 と し て 、 専 門 的 な 指 導 が 行

わ れ る こ と を 挙 げ る 県 が 多 く 、 生 徒 の 技 能 向 上 や 意 欲 向 上

と い っ た 成 果 が 見 ら れ る 。 次 い で 、 時 間 的 ま た は 精 神 的 な

負 担 軽 減 が 多 く 挙 げ ら れ て お り 、 教 員 の 多 忙 化 解 消 や メ ン

タ ル ヘ ル ス 効 果 と い っ た 成 果 が 挙 げ ら れ て い る 。

● 部 活 動 指 導 員 を 配 置 す る た め に 必 要 な こ と と し て 、「 人 材 確

保 （ ４ ０ 県 ）」 や 国 に よ る 「 財 政 措 置 （ ３ ８ 県 ）」 が 挙 げ ら

れ て い る 。

● 人 材 確 保 に 当 た っ て は 、「 県 の ス ポ ー ツ 指 導 者 登 録 バ ン ク に

部 活 動 指 導 員 の 登 録 を 加 え る 」 と い っ た 取 組 事 例 が 見 ら れ

る 一 方 で 、 指 導 者 の 量 （ 人 数 ） や 質 （ 指 導 力 ） の 面 に お い

て 地 域 間 で 差 が あ る こ と か ら 、 生 徒 が 受 け る 指 導 や 教 育 的

効 果 に 格 差 が 生 じ る こ と が 危 惧 さ れ て い る 。

● 課 題 と し て は 、 学 校 現 場 に 対 し て は 、 部 活 動 指 導 員 を 任 用

す る 目 的 に つ い て 周 知 を 図 り 、 部 活 動 指 導 員 に 対 し て は 、

事 前 研 修 に お い て 学 校 と の 連 携 に つ い て 理 解 を 求 め る 等 、

学 校 と 部 活 動 指 導 員 の ギ ャ ッ プ を 埋 め る 方 策 が 必 要 で あ る

こ と が 挙 げ ら れ て い る 。 ま た 、 部 活 動 指 導 員 に 指 導 を 任 せ

る と し て も 、 ど こ ま で の 役 割 や 責 任 を 負 わ せ る か と い っ た

範 囲 に 係 る 基 準 が あ れ ば 、 各 校 に お い て 部 活 動 指 導 員 の 活

用 が よ り 一 層 進 む こ と も 挙 げ ら れ て い る 。

５ 研 修 に つ い て

● 部 活 動 に 関 す る 研 修 は 、 対 象 者 別 に 、 部 活 動 担 当 教 員 は ９

割 の 県 （ ４ ３ 県 ・ ９ １ ％ ）、 部 活 動 指 導 員 は ７ 割 の 県 （ ３ ３

県 ・ ７ ０ ％ ）、 管 理 職 は ４ 割 弱 （ １ ７ 県 ・ ３ ６ ％ ） の 県 で そ

れ ぞ れ 実 施 さ れ て い る 。

● 部 活 動 指 導 員 を 対 象 と す る 研 修 の 内 容 は 、 部 活 動 の 在 り 方

や 概 要 に 関 す る 、 部 活 動 そ の も の に つ い て の 内 容 が 多 い 。
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次 い で 安 全 ・ 事 故 防 止 や 指 導 力 向 上 に 関 す る 内 容 が 多 く 、

学 校 教 育 に 携 わ る 立 場 と し て 十 分 な 理 解 が 求 め ら れ て い る 。

● 担 当 教 員 を 対 象 と し た 研 修 を 実 施 す る 際 、 外 部 コ ー チ ・ 外

部 指 導 員 等 を 対 象 と し て い る 県 も あ り 、 地 域 で ス ポ ー ツ 指

導 が で き る 人 材 の 掘 り 起 こ し を 期 待 で き る と と も に 、 部 活

動 指 導 員 の 人 材 確 保 に も 効 果 的 で あ る と 考 え ら れ る 。

● ガ イ ド ラ イ ン に お い て 、 中 央 競 技 団 体 で 作 成 す る こ と と し

て い る 部 活 動 指 導 手 引 は 、 日 本 サ ッ カ ー 協 会 と 全 日 本 柔 道

連 盟 の ２ 団 体 で 作 成 し 、 普 及 ・ 活 用 を 推 進 し て い る 。

● ７ 割 の 県 （ ３ ３ 県 ・ ７ ０ ％ ） に お い て 、 独 自 の 部 活 動 指 導

手 引 を 作 成 し 、 指 導 の 充 実 に 向 け て 活 用 さ れ て い る 。

● 県 で 作 成 し て い る 部 活 動 指 導 手 引 は 、 各 校 へ の 配 布 や 研 修

会 に お い て 普 及 ・ 活 用 さ れ て お り 、 適 切 な 運 動 部 活 動 の 実

施 の 意 識 化 や 、 指 導 者 の 資 質 向 上 に 効 果 が 見 ら れ て い る 。

６ 生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た ス ポ ー ツ 環 境 の 整 備

● 競 技 力 向 上 以 外 の 目 的 で 、 生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た 運 動 部

の 設 置 に つ い て 、 ４ 割 弱 の 県 （ １ ７ 県 ・ ３ ６ ％ ） が 取 り 組

ん で い る 。

● 生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た 活 動 は 、 ４ 県 に お い て 実 際 に 行 わ

れ て お り 、 ヨ ガ 、 ダ ブ ル ダ ッ チ 、 ピ ラ テ ィ ス 、 ゴ ル フ 、 ダ

ン ス 、 フ ィ ッ ト ネ ス と い っ た 種 目 が 取 り 扱 わ れ て い る 。

● 合 同 部 活 動 の 推 進 に つ い て は 、約 半 分 の 県（ ２ ６ 県・５ ５ ％ ）

が 取 り 組 ん で お り 、 合 同 練 習 の み で な く 、 合 同 チ ー ム と し

て 中 体 連 ・ 高 体 連 ・ 高 野 連 が 主 催 す る 大 会 に 参 加 し て い る

（ 参 加 可 能 な 県 は １ ６ 県 ・ ３ ４ ％ ）。

● 合 同 部 活 動 を 推 進 す る 取 組 と し て 、 拠 点 校 や 活 動 場 所 に 移

動 す る た め の 経 費 や 指 導 者 謝 金 を 補 助 す る 事 業 に 取 り 組 ん

で い る 事 例 が 挙 げ ら れ て い る 。

● 学 校 と 地 域 が 協 働 ・ 融 合 し た 形 で の 地 域 に お け る ス ポ ー ツ

環 境 の 整 備 は 、 １ ２ 県 （ ２ ６ ％ ） に お い て 取 組 が 進 ん で い

る 。

● 地 域 と の 連 携 に つ い て は 、 競 技 団 体 や ク ラ ブ チ ー ム 、 総 合

型 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ ブ と の 連 携 が 多 く 見 ら れ る 。
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◆ ◆ ◆ 今 後 に 向 け て ◆ ◆ ◆

部 活 動 指 導 員 の 人 材 確 保 に つ い て

● 人 材 確 保 が 大 き な 課 題 ど の よ う な 解 決 策 が 効 果 的 か

部 活 動 指 導 員 を 導 入 す る こ と で 、 生 徒 が 専 門 的 な 指 導 を 受

け る こ と が で き た り 、 教 員 の 勤 務 時 間 が 削 減 さ れ た り す る 効

果 が 出 て い る 。 各 県 に お い て 、 適 正 な 運 動 部 活 動 を 維 持 し て

い く 上 で 、 部 活 動 指 導 員 は 効 果 的 な 人 材 で あ る た め 、 い ず れ

の 県 に お い て も 、 必 要 な 人 数 を 確 保 で き る よ う な 制 度 設 計 を

考 え る 必 要 が あ る 。

今 回 の 調 査 に お い て は 、 教 員 経 験 者 の 任 用 は 約 ４ 割 と な っ

て い る 一 方 で 、 学 校 教 育 や 部 活 動 に 精 通 し て い な い 地 域 人 材

が 多 く 任 用 さ れ て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。 地 域 人 材 の 任

用 に 当 た っ て は 、 人 数 の 確 保 の み で な く 、 学 校 の 教 職 員 と し

て の 資 質 の 確 保 も 重 要 で あ る こ と か ら 、 学 校 教 育 や 部 活 動 へ

の 理 解 を 深 め る 研 修 を 充 実 さ せ る こ と も 必 要 で あ る 。

そ の た め 、 人 材 の 掘 り 起 こ し や 学 校 と の マ ッ チ ン グ を 図 る

目 的 で 指 導 者 バ ン ク 等 を 設 置 す る と と も に 、 学 校 教 育 の 理 解

を 深 め る 目 的 で 部 活 動 指 導 員 に 対 す る 研 修 を 充 実 す る こ と が

効 果 的 で あ る と 考 え ら れ る 。

ま た 、 財 政 措 置 の 在 り 方 と し て は 、 事 業 対 象 の 拡 充 を 求 め

る 意 見 が 多 く 挙 げ ら れ て お り 、 と り わ け 、 高 等 学 校 へ の 対 象

の 拡 充 を 求 め る 声 が 多 く あ っ た 。 高 等 学 校 に つ い て は 、 地 方

交 付 税 算 定 上 の 配 慮 が な さ れ て い る が 、 国 に よ る 財 政 支 援 の

よ り 一 層 の 拡 充 が 、 各 県 に お け る 人 材 確 保 の 一 助 と な る も の

と 考 え ら れ る 。

そ の 他 に も 、 国 へ の 要 望 と し て は 、 部 活 動 指 導 員 の 定 数 化

や 、 国 費 事 業 の 補 助 負 担 割 合 の 見 直 し を 求 め る 意 見 が 挙 げ ら

れ て い る 。

な お 、 今 回 の 調 査 を 通 じ 、 部 活 動 指 導 員 の 人 材 確 保 が 大 き

な 課 題 と し て 浮 き 彫 り に な っ た と こ ろ で あ る が 、 仮 に 部 活 動

指 導 員 配 置 事 業 へ の 財 政 支 援 が 拡 充 さ れ た と し て も 、 人 材 が

確 保 で き な け れ ば 、 事 業 が 十 分 に は 機 能 し な い こ と に な る 。

よ っ て 、 都 道 府 県 に お い て 、 例 え ば 退 職 や 再 任 用 を 予 定 し て
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い る 教 員 へ の 説 明 会 の 場 等 に お い て 、 部 活 動 指 導 員 の 業 務 を

紹 介 し 、 任 用 希 望 を 募 る な ど 、 人 材 確 保 に 向 け た 取 組 を 強 化

す る 必 要 が あ る 。

部 活 動 指 導 員 の 効 果 的 活 用 方 策 に つ い て

● 部 活 動 の 活 性 化 と 顧 問 の 勤 務 時 間 削 減 の 一 体 化 の 在 り 方

適 正 な 部 活 動 を 運 営 し 、 生 徒 、 教 員 の 負 担 軽 減 を 図 る た め

に は 、 方 針 に 定 め る 休 養 日 を 遵 守 す る こ と が 重 要 で あ る が 、

部 活 動 の 大 会 ・ コ ン ク ー ル 等 は 、 休 日 に 開 催 さ れ る こ と も 多

い こ と か ら 、 大 会 ・ コ ン ク ー ル 等 へ の 参 加 が 増 え る こ と で 、

休 養 日 の 取 得 の 妨 げ に な り 、 生 徒 及 び 教 員 の 負 担 が 増 す こ と

に な る 。 ま た 、 大 会 等 の 引 率 を 部 活 動 指 導 員 に 任 せ る こ と で

負 担 を 軽 減 す る 事 例 も 出 て き て い る が 、 全 国 的 な 広 が り を 見

せ る ま で に は 時 間 を 要 す る こ と が 予 想 さ れ る 。

大 会 ・ コ ン ク ー ル 等 の 開 催 数 に つ い て は 、 各 県 ま た は 部 活

動 に よ っ て 違 い が あ る こ と か ら 、 大 会 の 統 廃 合 に つ い て 、 都

道 府 県 レ ベ ル で 協 力 要 請 し た り 、 学 校 レ ベ ル で 大 会 等 の 参 加

を 精 査 し た り す る こ と に は 限 界 が あ る と 考 え ら れ る 。

適 切 な 運 動 部 活 動 の 運 営 の 下 、 部 活 動 が 活 発 に 行 わ れ な が

ら 、 教 員 の 業 務 改 善 の 推 進 を 図 る た め に 、 国 レ ベ ル に よ る 関

係 団 体 へ の 働 き 掛 け を 期 待 す る と こ ろ で あ る 。

● 部 活 動 指 導 員 の 資 質 向 上 を 確 保 す る た め の 研 修 制 度 （ 国 ）

各 県 に お い て 、 部 活 動 を 担 当 す る 教 員 を は じ め 、 部 活 動 指

導 員 等 も 対 象 に し た 研 修 が 実 施 さ れ て い る と と も に 、「 部 活 動

指 導 手 引 」 に よ る 指 導 力 の 向 上 に 向 け た 取 組 も 進 め ら れ て い

る 。

部 活 動 指 導 手 引 の 活 用 に よ り 、 担 当 教 員 や 部 活 動 指 導 員 の

資 質 向 上 に も 効 果 が 見 ら れ 、 特 に 専 門 外 の 競 技 を 担 当 す る 教

員 や 指 導 経 験 の 浅 い 教 員 に 対 し て 効 果 的 で あ る と い う 事 例 が

報 告 さ れ て い る 。

特 に 、 競 技 団 体 が 作 成 す る 部 活 動 指 導 手 引 は 、 そ の 競 技 に

お け る 効 率 的 か つ 効 果 的 な 練 習 方 法 や 安 全 管 理 、 ス ポ ー ツ 障
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害 の 予 防 な ど 、 専 門 的 な 視 点 か ら 記 さ れ て い る こ と か ら 、 担

当 教 員 や 部 活 動 指 導 員 が 個 別 に 活 用 す る ほ か 、 Ｏ Ｊ Ｔ や 校 内

研 修 に お い て も 積 極 的 に 活 用 す る こ と が で き れ ば 、 全 国 的 に

統 一 し た 指 導 者 の 資 質 や 指 導 力 の 確 保 に つ な が る も の と 期 待

さ れ る 。

部 活 動 指 導 手 引 は 、 各 県 独 自 の 手 引 が ７ 割 の 県 で 作 成 さ れ

て い る 一 方 で 、 中 央 競 技 団 体 に よ る 手 引 は 一 部 の み で 作 成 さ

れ て い る 状 況 で あ る こ と か ら 、 中 央 競 技 団 体 の 手 引 が 整 備 さ

れ て い く よ う に 、 国 か ら も 働 き 掛 け を お 願 い し た い 。

ま た 、 研 修 の 実 施 に 係 る 課 題 の 中 で 、 会 場 の 確 保 や 日 程 調

整 が 挙 げ ら れ て い る が 、 今 後 、 部 活 動 指 導 員 の 任 用 が 増 え て

い く こ と を 考 え る と 、 日 程 調 整 等 が 更 に 困 難 と な っ て く る こ

と が 危 惧 さ れ る 。

こ の た め 、 こ れ ま で 一 般 的 に 行 わ れ て い る 、 担 当 教 員 や 部

活 動 指 導 員 が 一 堂 に 会 し て 研 修 を 受 け る 方 法 に 加 え て 、 イ ン

タ ー ネ ッ ト や ビ デ オ プ ロ グ ラ ム 等 の Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 す る 研 修 体

制 を 新 た に 構 築 す る こ と で 、 時 間 や 場 所 に 捉 わ れ ず に 研 修 を

行 う こ と が で き る 。 ま た 、 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ く 適 切 な 部 活

動 の 運 営 の 周 知 に も 効 果 が あ る と 考 え ら れ る こ と か ら 、 国 や

各 競 技 団 体 に 対 し て 、 Ｉ Ｃ Ｔ を 活 用 し た 研 修 プ ロ グ ラ ム の 作

成 等 を 働 き 掛 け て い く こ と も 必 要 で あ る と 考 え ら れ る 。

● 理 想 格 差 の 現 状 と 課 題 の 分 析

部 活 動 の 運 営 の 適 正 化 に 向 け て 、 指 導 体 制 の 充 実 と 担 当 教

員 の 勤 務 負 担 の 軽 減 を 図 る た め に は 、 部 活 動 指 導 員 の 配 置 を

拡 充 す る こ と が 効 果 的 で あ る が 、 部 活 動 指 導 員 の 人 材 確 保 に

苦 慮 し て い る 県 が 多 く 見 ら れ る 。 部 活 動 指 導 員 に な り 得 る 人

材 の 数 は 、 地 域 の 人 口 に も 左 右 さ れ る と 考 え ら れ る の で 、 人

口 が 少 な い 地 域 に お け る 人 材 確 保 に 当 た っ て は 、 よ り 一 層 の

困 難 が 強 い ら れ る も の と 推 察 さ れ る 。

今 回 の 調 査 で は 、 部 活 動 指 導 員 と し て 任 用 で き る 資 質 と 指

導 力 を 有 す る 人 材 が 見 つ か っ た が 、 本 人 の 勤 務 先 の 就 業 規 則

で 副 業 が 禁 止 さ れ て お り 、 報 酬 （ 給 与 ） を 受 け 取 る こ と が で

き な い た め に 任 用 を 見 送 っ た 事 例 が 報 告 さ れ て い る 。

こ の こ と か ら 、 地 域 に お け る 貴 重 な 人 材 を 有 効 に 活 用 す る
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た�め�に�、�報�酬�（�給�与�）�を�謝�金�と�し�て�支�払�う�こ�と�を�認�め�る�な�ど�、

弾�力�的�な�取�扱�い�が�で�き�る�よ�う�な�仕�組�み を�構�築�す�る�必�要�が�あ�る

と�考�え�ら�れ�る�。

ま�た�、�民�間�の�人�材�派�遣�会�社�に�対�し�て�、�部�活�動�の�指�導�者�の�派

遣�を�委�託�す�る�実�践�事�例�が�あ�る�こ�と�か�ら�、�部�活�動�指�導�員�の�配�置

に�係�る�予�算�か�ら�、�民�間�の�指�導�者�派�遣�に�係�る�経�費�を�執�行�で�き�る

よ�う�な�仕�組�み　を�構�築�す�る�こ�と�で�、�民�間�活�力�を�用�い�て�部�活�動�の�

適正�化�を�図�る�こ�と�も�期�待�さ�れ�る�。

こ�の�よ�う�な�弾�力�的�な�取�扱�い�は�、�一�部�の�県�や�地�域�だ�け�に�限�ら

ず�、�全�て�の�都�道�府�県�や�地�域�に�よ�っ�て�有�効�な�手�立�て�と�考�え�ら�れ

る�こ�と�か�ら�、�国�に�よ�る�補�助�事�業�や�財�政�措�置�に�お�け�る�柔�軟�な�対

応�が�望�ま�れ�る�。

地 域 と 連 携 し た ス ポ ー ツ 環 境 の 構 築 に つ い て

● 部 活 動 と 地 域 ス ポ ー ツ 環 境 の 新 た な 構 築 へ の ビ ジ ョ ン づ く

り （ 国 ）

(１ ) 生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た 部 活 動 環 境 の 整 備

少 子 化 が 進 む 中 で 今 後 、 単 独 チ ー ム で の 出 場 が 困 難 と な る

部 が 増 え て く る こ と が 予 測 さ れ る た め 、 各 県 に お い て 、 合 同

部 活 動 の 体 制 整 備 や 大 会 出 場 の 要 件 緩 和 等 を 行 い 、 生 徒 の ニ

ー ズ を 踏 ま え た ス ポ ー ツ 環 境 の 整 備 が 望 ま れ る 。

合 同 部 活 動 と し て 活 動 す る た め に は 、 学 校 間 や 市 町 村 間 の

移 動 が 必 要 で あ る こ と か ら 、 移 動 に 係 る 人 的 、 財 政 的 な 問 題

を 解 決 す る 必 要 が あ る 。

あ る 県 で は 、 合 同 部 活 動 支 援 事 業 を 立 ち 上 げ 、 生 徒 の バ ス

送 迎 に 係 る 経 費 や 指 導 者 謝 金 を 補 助 す る こ と で 、 学 校 間 ま た

は 市 町 村 間 の 拠 点 校 部 活 動 を 含 め た 合 同 部 活 動 を 奨 励 し て い

る 。

都 道 府 県 ・ 市 町 村 が 連 携 し た こ の よ う な 取 組 は 、 一 部 の 地

域 に 当 て は ま る も の で は な く 、 多 く の 都 道 府 県 に お い て 対 策

が 求 め ら れ る も の で あ る こ と か ら 、国 の 財 政 支 援 が 望 ま れ る 。

ま た 、 競 技 力 向 上 以 外 の 目 的 で 、 生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た



運 動 部 活 動 を 実 施 し て い る 県 は ４ 県 と 少 な い が 、 競 技 志 向 に

よ ら ず 、気 軽 に 楽 し く 取 り 組 む こ と が で き る 部 活 動 の 運 営 は 、

生 涯 に わ た る 豊 か な ス ポ ー ツ ラ イ フ の 実 践 に 向 け て 効 果 的 で

あ り 、 あ る 県 で は 、 運 動 機 会 の 少 な い 女 子 を 対 象 に 、 望 ま し

い 運 動 習 慣 の 定 着 を 図 る た め の 事 業 と し て 実 施 さ れ て い る 。

さ ら に 、 効 果 的 に 実 施 す る た め に は 、 専 門 的 な 技 術 指 導 が

必 要 で あ る こ と か ら 、 指 導 者 を 派 遣 す る た め の 謝 金 ・ 旅 費 を

補 助 す る こ と に よ り 、 生 徒 の ニ ー ズ を 踏 ま え た 部 活 動 の 支

援 ・ 促 進 を 図 っ て い る 実 践 事 例 も 挙 げ ら れ て い る 。

競 技 志 向 に よ ら な い 、 生 徒 の 多 様 な ニ ー ズ に 対 応 し た 部 活

動 は 、 運 動 時 間 の 少 な い 生 徒 も 気 軽 に 取 り 組 む こ と が で き 、

運 動 習 慣 の 二 極 化 の 改 善 に 効 果 的 で あ る と 考 え ら れ る た め 、

先 行 事 例 に 倣 い な が ら 、 各 都 道 府 県 に お い て も 広 め て い く 必

要 が あ る と 考 え ら れ る 。

(２ ) 地 域 と の 連 携 の ビ ジ ョ ン づ く り

ガ イ ド ラ イ ン に あ る よ う に 、 都 道 府 県 等 に は 、 地 域 の ス ポ

ー ツ 環 境 の 整 備 の た め 、 地 域 の ス ポ ー ツ 団 体 と の 連 携 、 保 護

者 の 理 解 と 協 力 、 民 間 事 業 者 の 活 用 と い っ た 方 法 に よ り 、 学

校 と 地 域 が 協 働 ・ 融 合 し た 形 で の 地 域 に お け る ス ポ ー ツ 環 境

整 備 が 求 め ら れ て い る 。

一 方 で 、 ア ン ケ ー ト 調 査 の 結 果 に よ る と 、 こ う し た 地 域 連

携 に よ る ス ポ ー ツ 環 境 の 整 備 状 況 は 、 ガ イ ド ラ イ ン 策 定 後 間

も な い こ と も あ り 、 全 国 的 に 見 る と 低 調 で あ る 。

特 に 、 有 力 な 協 働 先 で あ る は ず の 総 合 型 地 域 ス ポ ー ツ ク ラ

ブ に あ っ て は 、 地 域 に よ り 、 活 動 す る 施 設 等 場 所 の 確 保 や 、

体 制 が 脆 弱 で 認 知 度 も 低 い と い っ た 課 題 が あ り 、 学 校 に 協 働

の 意 向 が あ っ て も 、 受 け 皿 と し て 機 能 し 難 い 面 も あ る 。

こ う し た 実 情 も 踏 ま え 、 国 に お い て 、 課 題 の 解 決 策 や 連 携

の モ デ ル 等 を 含 む ビ ジ ョ ン を 示 す こ と が 、 学 校 と 地 域 の 協

働 ・ 融 合 が 進 む 一 助 に な る も の と 考 え る 。
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Ⅳ 全国都道府県教育長協議会第３部会構成員名簿 

岩手県教育委員会教育長（研究担当） 高 橋 嘉 行 

山形県教育委員会教育長 廣 瀬 渉 

山梨県教育委員会教育長 市 川 満 

静岡県教育委員会教育長（主査）   木 苗 直 秀 

福井県教育委員会教育長   東 村 健 治  

三重県教育委員会教育長 廣 田 恵 子 

奈良県教育委員会教育長 吉 田 育 弘 

広島県教育委員会教育長 平 川 理 恵 

高知県教育委員会教育長（研究担当）    伊 藤 博 明 

佐賀県教育委員会教育長 白 水 敏 光 

長崎県教育委員会教育長      池 松 誠 二 
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全国都道府県教育長協議会　第３部会
平成30年度研究課題　「部活動の運営の適正化に向けた方策について」
調査票（案）

担当：高知県、岩手県

都道府県名：

とりまとめ担当者所属：

とりまとめ担当者名：

電話番号：

メールアドレス：

Ⅰ　適切な運営のための体制整備（１は運動部についてのみ回答）

＜策定時期＞ 平成 年 月

＜策定予定時期＞ 平成 年 月

ウ 策定する予定だが時期は未定

①方針の対象について

（設問１（１）①で「イ　公立のみ」と選択された場合は、以下②についてお答えください。）

②私立学校に対しては、どのように対応していますか、具体的にお答えください。

（設問１（１）①で「ア　公立・私立」、「ウ　私立のみ」と選択された場合は、以下③についてお答えください。）

③私立学校の方針の策定に際して、どのような調整等を行ったか、具体的にお答えください。

１　「運動部活動の在り方に関する方針」の策定について

ア 策定した 回
答
欄

ア 作成している 回
答
欄イ 作成していない

イ 策定する予定

（設問１（１）で「ア　策定した」または「イ　策定する予定」と選択された場合は、以下①についてお答えくだ
さい。）

ア 公立・私立
回
答
欄

イ 公立のみ

ウ 私立のみ

（１）都道府県教育委員会は、運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン（平成30年３月　スポーツ
庁）に則り、「運動部活動の在り方に関する方針」を策定しましたか。

（２）都道府県教育委員会は、市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設置者、各学校が活動方針・計
画の策定等が効率よく行えるよう、簡素で活用しやすい様式等を作成していますか。

　本研究では、各都道府県における部活動の適正な運営に関する現状や、教員の業務負担
の軽減を踏まえた取組事例を調査、課題分析し、今後の施策・事業の検討や国への施策提
案に結びつけたいと考えます。調査への御協力をお願いします。

　自由記述の項目が多くなっていますが、調査の後、内容の似通ったカテゴリー別に分
類・可視化する（アフターコード化）予定です。

　なお、回答にあたっては、「都道府県教育委員会が主体として行っている」取組につい
てお答えください。
※都道府県教育委員会として、域内市区町村教育委員会を対象として取り組む施策を含

みます。
　また、基本的には、運動部・文化部の両方について記載願います。対象が「運動部の
み」の項目については、大項目に表示しています。

★回答入力上の注意★集計の都合上、行・列・セルの挿入・削除は行わないでください
（幅変更・非表示設定は差し支えありません）

※「ア　作成している」と選択された場合は、以下の要領で様式の情報提供をいただけると助かります。）

・方法：調査表に別添でメールにて送付
・様式：（ワードもしくはエクセル）
・データ名：【都道府県番号】１－（２）様式　例：（高知県の場合）　【039】１－（２）様式
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（設問（４）で「ア　独自の定めがある」と選択された場合は、定めている内容を具体的にお答えください。）

≪部活動指導員について≫

ア 任用している（予定含む）

イ 任用していない

① 任用している人数（予定含む）（都道府県立・市区町村立）

組合立学校→都道府県立・市区町村立に含む

中等教育学校（前期課程）→中学校に含む 中等教育学校（後期課程）→高等学校に含む

　ａ　中学校（都道府県立） 人 人 人 人

　ｂ　中学校（市区町村立） 人 人 人 人

　c　高等学校（都道府県立） 人 人 人 人

　d　高等学校（市区町村立） 人 人 人 人

　e  その他（ ） 人 人 人 人

② 私立学校についての部活動指導員任用状況について、把握していますか。

ア 把握している

イ 把握していない

任用している人数（予定含む）（私立学校）

　ａ　中学校 人 人 人 人

　ｂ　高等学校 人 人 人 人

　ｃ  その他 ） 人 人 人 人

回
答
欄

校　　　種 （１）運動部
（１）の内
国費活用

（２）文化部
（２）の内
国費活用

（設問(１)②で「ア　把握している」と選択された場合は、以下についてお答えください。)

２　指導・運営に係る体制の構築について

回
答
欄

（設問（１）で「ア　任用している（予定含む）」と選択された場合は、以下①～⑤についてお答えください。)

（２）文化部
（２）の内
国費活用

ア 独自の定めがある 回
答
欄イ 独自の定めはない

校　　　種 （１）運動部
（１）の内
国費活用

（３）市区町村教育委員会や学校法人等の学校の設置者、各学校の活動方針等の取組状況について、どの
ような方法で進捗状況を把握する予定か、具体的にお答えください。

（４）「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」に示されている内容以外で、都道府県教育委員会
で独自に定めている内容がありますか。

（１）今年度、部活動指導員を任用していますか。
※部活動指導員の職務、任用等については、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について
（平成29年３月14日付け28ス庁第704号）」に示されています。
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③ 任用している部活動指導員の主な職業等（本業）を以下の選択肢からお選びください。

（私立学校任用数除く）

該当する番号の左側に〇をつけ、それぞれ右側に人数を記入ください。

1 会社員 人 2 自営業 人 3 団体職員 人 うち教員経験者数

4 学生 人 5 主夫・主婦 人 6 パート・アルバイト 人 人

7 無職 人 8 その他 人 （　　　　　　　　　　　　　　　　）

④ 部活動指導員を対象とした研修等（都道府県教育委員会主催）の実施（予定含む）

回

＜効果＞

＜課題＞

＜教員の負担軽減＞※把握している場合

部活動指導員の配置による教員一人当たりの勤務時間数の変化（当該部活動を担当する教員の勤務時間数）

時間（月平均）

時間（月平均）

⑤ 研修等の内容を具体的にお答えください。

（設問（１）で「イ　任用していない」と選択された場合は、任用しない理由について具体的にお答えください。）

（２）今後、部活動指導員を積極的に任用し、学校に配置するために必要だと思うことを具体的にお答えください。

配置前

配置後

（３）昨年度以降、部活動指導員を任用し、学校に配置した都道府県は、効果、課題について具体的にお答えくださ
い。
また、教員の負担軽減について把握している場合は、勤務時間数の変化(教員一人当たり)をお答えください。
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≪担当教員（顧問）について≫

（設問（４）で「ア　実施（予定）している」と選択された場合は、研修内容についてお答えください。）

＜効果＞

＜課題＞

≪管理職について≫

（設問（５）で「ア　実施（予定）している」と選択された場合は、研修内容についてお答えください。）

ア 実施（予定）している 回
答
欄イ 実施（予定）していない

①研修会名：

⑥これまでに研修会を実施したことがある場合、効果・課題について具体的にお答えください。

③時間：

④講師：

②対象者：

⑤研修会の主な内容

（４）部活動の担当教員（顧問）を対象とした研修会等（都道府県教育委員会主催）を実施（予定）していますか。

（５）部活動の運営の適正化に向けた管理職対象の研修会（都道府県教育委員会主催）を実施（予定）していますか。

ア 実施（予定）している 回
答
欄イ 実施（予定）していない

③時間：

④講師：

①研修会名：

②対象者：

⑤研修会の主な内容
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Ⅱ　合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進について(運動部についてのみ回答)

１　部活動指導手引の普及・活用について　

（設問（１）で「ア　作成している」と選択された場合は、以下①～③についてお答えください。）

①具体的な内容

③効果

　Ⅲ　適切な休養日等の設定

１　休養日の設定について

（設問（１）で「ア　設定している」と選択された場合は、以下①、②についてお答えください。）

①設定する主な理由について（例：教職員・児童生徒の負担軽減、健康維持・ケガの防止等）

③ 週 日 （内訳：平日 日 休日 日 その他 ）

④

⑤ 中学校

週 日 （内訳：平日 日 休日 日 その他 ）

高等学校

週 日 （内訳：平日 日 休日 日 その他 ）

⑥

回
答
欄イ　作成していない

ア　中学校と高等学校は同じ設定 回
答
欄イ　中学校と高等学校は異なる設定

（設問（１）②で「ア　中学校と高等学校は同じ設定」と選択された場合は、設定内容について以下③、④に
ついてお答えください。）

中学校と高等学校の設定を同じにしている理由を具体的にお答えください。

（設問（１）②で「イ　中学校と高等学校は異なる設定」と選択された場合は、設定内容について以下⑤、⑥
についてお答えください。）

②中学校と高等学校の設定方法について

②普及・活用の方法

（１）都道府県教育委員会は、学期中（長期休業中は除く）の部活動の休養日を設定していますか。

ア　設定している 回
答
欄イ　設定していない

（１）都道府県教育委員会は、部活動における合理的でかつ効率的・効果的な活動のための手引書（リーフ
レット等を含む）を作成していますか。

ア　作成している

中学校と高等学校の設定が異なる理由を具体的にお答えください。
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（２）都道府県教育委員会は、長期休業中の部活動休養日を設定していますか。

（設問（２）で「ア　設定している」と選択された場合は、以下①～③についてお答えください。）

① 長期休業中の休養日の設定について、該当するものを下記から選択ください。（複数回答可）

学期中に準じた設定をしている

学期中と異なる設定をしている

ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設けている

②設定する主な理由について（例：教職員・児童生徒の負担軽減、健康維持・ケガの防止等）

④ 週 日 （内訳：平日 日 休日 日 その他 ）

⑤

⑥ 中学校

週 日 （内訳：平日 日 休日 日 その他 ）

高等学校

週 日 （内訳：平日 日 休日 日 その他 ）

⑦

２　活動時間の設定について

（１）都道府県教育委員会は、部活動の活動時間を設定していますか。

（設問（１）で「ア　設定している」と選択された場合は、以下①、②についてお答えください。）

①設定する主な理由について

③ 平日 時間程度 休日 時間程度 その他

④

（設問（１）②で「ア　中学校と高等学校は同じ設定」と選択された場合は、設定内容について以下③、④に
ついてお答えください。）

中学校と高等学校の設定を同じにしている理由を具体的にお答えください。

②中学校と高等学校の設定方法について

ア　中学校と高等学校は同じ設定 回
答
欄イ　中学校と高等学校は異なる設定

（設問（２）③で「ア　中学校と高等学校は同じ設定」と選択された場合は、設定内容について以下④、⑤に
ついてお答えください。）

中学校と高等学校の設定を同じにしている理由を具体的にお答えください。

中学校と高等学校の設定が異なる理由を具体的にお答えください。

ア　設定している 回
答
欄イ　設定していない

（設問（２）③で「イ　中学校と高等学校は異なる設定」と選択された場合は、設定内容について以下⑥、⑦
についてお答えください。）

ア　設定している 回
答
欄イ　設定していない

③中学校と高等学校の設定方法について

ア　中学校と高等学校は同じ設定 回
答
欄イ　中学校と高等学校は異なる設定
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⑤ 中学校

平日 時間程度 休日 時間程度 その他

高等学校

平日 時間程度 休日 時間程度 その他

⑥

（設問（１）で「イ　設定していない」と選択された場合は、以下⑦についてお答えください。）

⑦　設定しない主な理由について

　Ⅳ　生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備（運動部のみについて回答）

１　生徒のニーズを踏まえた運動部の設置について

（設問（１）で「ア　はい」と選択された場合は、具体的な取組についてお答えください。）

（設問（２）で「ア　はい」と選択された場合は、具体的な取組についてお答えください。）

（２）都道府県教育委員会は、複数校の生徒が拠点校の運動部活動に参加する等、合同部活動等の取組を行って
いますか。

ア　はい 回
答
欄イ　いいえ

中学校と高等学校の設定が異なる理由を具体的にお答えください。

（１）都道府県教育委員会は、競技力の向上以外を目的とした運動部（※）の設置に向けた取組を行っていますか。

ア　はい 回
答
欄イ　いいえ

※　具体的な例としては、より多くの生徒の運動機会の創出が図られるよう、季節ごとに異なるスポーツを行う
活動、競技志向でなくレクリエーション志向で行う活動、体力つくりを目的とした活動等、生徒が楽しく体を動
かす習慣の形成に向けた動機付けとなるものが考えられる。
（運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインより）

（設問（１）②で「イ　中学校と高等学校は異なる設定」と選択された場合は、設定内容について以下⑤、⑥
についてお答えください。）
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２　地域との連携等について

②連携する組織についてお答えください。（複数回答可）

　ア　知事部局 課

　イ　地域の体育協会

　ウ　競技団体及びその他のクラブチーム

　エ　総合型地域スポーツクラブ

　オ　保護者・地域住民

　カ　民間事業者

  キ　社会教育団体および施設

　ク　その他

③連携内容について具体的にお答えください。

ア　知事部局（　　　　　　　　　　 )

イ　地域の体育協会

ウ　競技団体及びその他のクラブチーム

（設問（１）で「ア　はい」と選択された場合は、以下①～③についてお答えください。)

①どのような理由で行っていますか。

（１）都道府県教育委員会が主導して、学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポーツ環境の整備を行っ
ていますか。

ア　はい 回
答
欄イ　いいえ
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エ　総合型地域スポーツクラブ

オ　保護者・地域住民

カ　民間事業者

キ　社会教育団体および施設（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ク　その他（ ）

（設問（２）で「ア　はい」と選択された場合は、以下①、②についてお答えください。）

②取組の具体例についてお答えください。

①どのような理由で推進していますか。

（２）都道府県教育委員会は、（１）で回答した組織・団体との連携について、保護者への情報提供を行ってい
ますか。

ア　はい 回
答
欄イ　いいえ
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　Ⅴ　学校単位で参加する大会等の見直し

　 ｃ　その他（ )

（設問（２）で「ア　はい」と選択された場合は、具体的な要請先をお答えください。）

（設問（３）で「ア　はい」と選択された場合は、目安等について具体例をお答えください。）

　Ⅵ　その他

部活動の適正化に向けた方策について、必要だと思うことがありましたらお書きください。

（３）都道府県教育委員会は、学校の部活動が参加する大会数の上限となる目安等を定めていますか。

ア　はい 回
答
欄イ　いいえ

ａ　中体連・中文連、高体連・高文連が主催する大会・コンクール等の概要

ｂ　都道府県の競技団体、文化芸術団体が主催する大会・コンクール等の概要

ア　はい 回
答
欄イ　いいえ

（１）都道府県教育委員会は、学校の部活動が参加する大会・コンクール等の概要を把握していますか。

ア　はい（下記ａ～ｃで当てはまるものを全てチェック）
回
答
欄

イ　いいえ

ウ　今後、把握する予定

（２）都道府県教育委員会は、生徒や部活動の担当教員（顧問）の過度な負担にならないよう、大会等の統廃
合等を主催者に要請していますか。
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部活動の運営の適正化に向けた方策について

（平成 30 年度研究報告書 No.３）

全国都道府県教育長協議会第３部会

平成３１年３月発行

編集・発行 全国都道府県教育委員会連合会
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